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（１）待機児童解消策の推進など保育の充実      ４，９３７億円（４，６１１億円） 

待機児童の解消を図るため、「待機児童解消加速化プラン」に基づき保育所等の受入

児童数の拡大を図るとともに、保護者の働き方や地域の実情に応じた多様な保育を提

供するため、延長保育、休日・夜間保育、病児・病後児保育等の充実を図る。 

 

（２）放課後児童対策の充実                     ３２６億円（３１６億円） 

放課後児童クラブについて、保育の利用者が就学後に引き続き利用できるよう、箇所

数の増を図る。 

 
 
 
 
 

（１）地域における切れ目ない妊娠・出産支援の強化【一部新規】（一部推進枠） 

                   １４２億円（９２億円） 
①妊娠から出産、産後までの支援の強化 

妊娠・出産等に関して悩みを持つ人からの相談や情報提供等を行う地域の相談・

支援拠点として、「女性健康支援センター」に全国統一の電話番号を設けるなど相談・

支援体制を充実する。 
また、産科医療機関からの退院直後の母子に心身のケアや育児のサポート等を行う産

後ケア事業を含め、各地域の特性に応じた妊娠から出産、子育て期までの切れ目ない支

援を行うためのモデル事業を実施する。 
 

②不妊治療への支援                            

不妊治療に係る近年の医学的知見を踏まえ、より安心・安全な妊娠・出産に資す

る適切な支援の観点から、不妊治療に必要な費用の一部を助成する特定治療支援事業

の助成範囲を見直すとともに、相談・支援体制を充実する。 

第１ 子どもを産み育てやすい環境づくり 

「待機児童解消加速化プラン」に基づく保育所等の受入児童数の拡大、放課後児童クラブ

の拡充、母子保健医療対策の強化、ひとり親家庭支援の推進などにより、子どもを産み育て

やすい環境を整備する。 

１ 待機児童解消などに向けた取組    ５，２６３億円（４，９２７億円） 

２ 母子保健医療対策の強化            ３１４億円（２５９億円） 
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（２）慢性疾患を抱える児童などへの支援【一部新規】      １３４億円（１３０億円） 

小児期に小児がん等の特定の疾患に罹患し、長期間の療養を必要とする児童等の健

全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減及び患児や家族への福祉的支援策の

充実を図る。併せて、その治療や研究に資する登録管理データの精度向上のための仕

組みを構築する。 

なお、小児慢性特定疾患対策については、難病対策と同様、「社会保障制度改革推進

法第４条の規定に基づく「法制上の措置」の骨子について」（平成 25 年８月 21 日閣議

決定）を踏まえ、予算編成過程において検討を加え、必要な措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ひとり親家庭への就業・生活支援など総合的な支援体制の強化【一部新規】 

（一部推進枠）                              １００億円（９８億円） 

ひとり親家庭の自立を支援し、子どもの貧困対策にも資するため、就業支援、子育

て・生活支援、養育費確保支援など総合的な自立支援を推進する。 

特に、ひとり親家庭の様々な課題に対し、適切な支援メニューを組み合わせて総合

的・包括的な支援を行うため、相談体制の強化等を図るとともに、転職・キャリアア

ップ支援等の就業支援関連事業の充実強化や子どもに対するピアサポートを伴う学習

支援等の推進を図る。 

 

（２）自立を促進するための経済的支援          １，８１１億円（１，８２３億円） 

ひとり親家庭の自立を促進するため、児童扶養手当の支給や技能習得等に必要な資

金など母子寡婦福祉貸付金の貸付けによる経済的支援を行う。 

また、児童扶養手当について、公的年金との併給制限を見直し、手当より低額の年

金を受給する場合には、その差額分について手当を支給することを検討するとともに、

母子寡婦福祉貸付金について、貸付対象を父子家庭に拡大することを検討し、必要な

措置を講ずる。 

 
（３）女性のライフステージに対応した活躍支援【一部新規】（再掲・３９ページ参照） 

                 １５０億円（９５億円） 

 

 

 

３ ひとり親家庭の総合的な自立支援の推進 

２，０６１億円（２，０１５億円） 
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（１）児童虐待防止対策の推進、社会的養護の充実      ９８８億円（９６８億円） 
①児童虐待防止対策の推進【一部新規】 

児童相談所等の専門性の確保・向上を図り、相談機能を強化するとともに、市町村に

対する支援・連携強化を図る。 
 

②家庭的養護の推進 

虐待を受けた子どもなど社会的養護が必要な子どもを、地域社会の中でより家庭的な

環境で養育・保護することができるよう、里親・ファミリーホームへの委託を進める

とともに、既存の建物の賃借料の助成や施設整備費により、小規模グループケア、グ

ループホーム等の実施を推進する。 

 

③被虐待児童などへの支援の充実【一部新規】 

児童家庭支援センターの箇所数の増や退所児童等へのアフターケアを行う事業の

箇所数の増を図るとともに、児童養護施設等で行われる実習の充実を図ることにより

人材確保を行う。また、保育設備を設けている母子生活支援施設への保育士配置の充

実を図る。 

 

④要保護児童の自立支援の充実【一部新規】 

大学等への進学により引き続き児童養護施設に入所する者及び里親に委託される

者に対して、入学時の支度費を含め特別育成費を支給するとともに、施設退所時等に

自立生活支度費等を支給する。 

 

（２）配偶者からの暴力（DV）防止など婦人保護事業の推進【一部新規】（一部再 

掲）                                        ６１億円（５７億円） 

配偶者からの暴力（DV）被害者に対して、婦人相談所等で行う相談、保護、自立支

援等の取組を推進するとともに、婦人相談所において一時保護された者などが、地域

で自立し、定着するための支援を行うモデル事業を実施する。 

 
 
 

 

 

次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童手当の支給を行う。 

４ 児童虐待・DV 対策、社会的養護の充実   

１，００９億円（９８９億円）

５ 児童手当制度         １兆４，１７８億円（１兆４，３１１億円） 
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（１）女性のライフステージに対応した活躍支援【一部新規】（再掲・３９ページ参照）       

１５０億円（９５億円） 

 

（２）育児休業を取得しやすい環境の整備【一部新規】（再掲・４０ページ参照） 

２０億円（１６百万円） 

 

（３）仕事と子育ての両立支援【一部新規】（再掲・４０ページ参照） 

９３億円（７３億円） 
 

 

６ 仕事と育児の両立支援策の推進      ２６３億円（１６７億円） 
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（１）労働移動支援助成金の抜本的拡充など【一部新規】  ３０３億円（３．２億円） 

労働者の再就職を支援する労働移動支援助成金について、対象企業を拡大するとと

もに、支給時期を再就職支援委託時と再就職実現後に２段階化する。また、労働者を

送り出す企業が民間人材ビジネスの訓練を活用した場合や労働者を受け入れる企業が

訓練（OJT を含む）を行う場合の助成措置を創設する等抜本的に拡充する。 

さらに、キャリアチェンジ（新たな職場・職務への転換）を伴う労働移動を成功さ

せるためのツールの標準化、ツールを活用したキャリア・コンサルティング技法の開

発、キャリア・コンサルタントの養成を実施する。 

 

（２）若者等の学び直しの支援【新規】                       １０億円 

非正規雇用労働者である若者等が的確にキャリアアップ・キャリアチェンジできる

よう、資格取得等につながる自発的な教育訓練の受講を始め、社会人の学び直しを促

進するために雇用保険制度の見直しを実施するとともに、従業員の学び直しプログラ

ムの受講を支援する事業主に対してキャリア形成促進助成金・キャリアアップ助成金

による支援を創設する。 

また、「地域若者サポートステーション」（サポステ）による支援を受けて就職した

者に対し、学び直しプログラムに誘導するなどのステップアップ支援を行う事業（「サ

ポステ卒業者ステップアップ事業（仮称）」）を実施する。 

 

（３）産業雇用安定センターの出向・移籍あっせん機能の強化  ２８億円（２１億円） 

出向・移籍による失業なき労働移動を支援するため、キャリア･コンサルティングの

実施、個人の課題に応じた支援メニューの策定、民間の訓練機関を活用した講習・訓

練の実施等、産業雇用安定センターのあっせん機能を大幅に強化する。 

 

（４）成長分野などで求められる人材育成の推進【一部新規】 

１，０９１億円（１，１８３億円） 

民間教育訓練機関等を活用し、情報通信、環境・エネルギー分野等の成長分野の実

１ 失業なき労働移動の実現        ２，２９１億円（１，９５０億円） 

第２ 「全員参加の社会」の実現に向けた雇用改革・人材力

の強化 

全ての人材が能力を高め、その能力を存分に発揮できるよう、円滑な転職の支援、多様な

働き方の推進、女性・若者・高齢者等の活躍推進、就職困難者に対する就業支援の拡充など

により「全員参加の社会」の実現を図る。 
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践的な職業訓練や求職者支援制度の推進を図る。 

また、不足している建設専門人材の確保・育成支援の推進を図る。 

 

（５）成長分野などでの雇用創出の推進              １３１億円（５４億円） 

製造業等の戦略産業を対象として、産業政策と一体となって実施する地域の自主的

な雇用創造プロジェクトへの支援を推進する。 

人材不足が顕著な福祉分野（介護・医療・保育職種）の人材確保に向け、自治体等

関係機関と連携し、こうした職種への就職を希望する人や人材を求める事業主に対す

る支援を推進する。 

 

 

 

 

 

 
 

（１）ハローワークの求人情報の開放【新規】                  １３億円 

民間人材ビジネスや地方自治体に対し、ハローワークの保有する求人情報を提供す

るための情報基盤を整備する。 

 

（２）トライアル雇用奨励金などの改革・拡充            １２１億円（７１億円） 

トライアル雇用奨励金などの雇入れ助成金について、ハローワークの紹介に加え、

民間人材ビジネスや出身大学等の紹介により雇い入れる事業者にも支給する。 

また、トライアル雇用奨励金について、従来主な対象とされていたニート・フリー

ターに加えて、学卒未就職者、育児等でキャリアに空白期間がある人など、トライア

ル雇用を受けなければ正社員就職が難しいと認められる者にも対象を拡大する。 

 

（３）民間人材ビジネスの更なる活用【新規】（一部推進枠）          ３６億円 

学卒未就職者等に対する「紹介予定派遣」を活用した正社員就職支援、育児・介護

等で仕事の現場を離れていた人に対する研修等と職業紹介の一体的実施、フリーター

などに対するキャリアカウンセリングやジョブ・カードの交付等について、民間人材

ビジネスを最大限活用し、効果的な就業支援を行う。 

また、優良な職業紹介事業者や労働者派遣事業者の認定を推進することにより健全

な事業者の育成を推進する。 

 

２ 民間人材ビジネスの活用によるマッチング機能の強化 

１９４億円（１００億円）

－37－



 
 

 

 

 

 

（１）労働時間法制の見直し                   １３百万円（２４百万円） 

企画業務型裁量労働制を始め、労働時間法制について、ワーク・ライフ・バランス

や労働生産性向上の観点から、労働政策審議会で総合的に議論し、結論を得る。 

 

（２）労働者派遣制度の見直し【一部新規】           ７１百万円（６百万円） 

登録型派遣・製造業務派遣のあり方、特定労働者派遣事業（常時雇用される労働者

のみを派遣するもの）のあり方、いわゆる専門 26 業務に該当するか否かによって派遣

期間の取扱いが大きく変わる現行制度のあり方等に関して、労働政策審議会で議論を

行った上で、早期に必要な法制上の措置を講ずる。 

また、派遣労働者のキャリア形成を支援するモデル的な取組を推進する。 

 

（３）「多元的で安心できる働き方」の導入促進【一部新規】（一部推進枠） 

   ３７億円（３１億円） 

職務等に着目した「多様な正社員」モデルの普及・促進を図るため、成功事例の収

集や海外調査を行うとともに、有識者による懇談会において労働条件の明示等の雇用

管理上の留意点について取りまとめ、これらの結果の速やかな周知・啓発を図る。 

さらに、職業能力の「見える化」を促進するため、業界検定のツール策定、モデル

実施等のスタートアップ支援を通じた能力評価の仕組みの整備や、ジョブ・カードの

活用等を行う。 

 

（４）持続的な経済成長に向けた最低賃金の引上げのための環境整備【一部新規】

（一部推進枠）                            ４９億円（３２億円） 

最低賃金の引上げに向け、地域や業界の意識の醸成等を図るための巡回による啓発

指導等や経営・労務の専門家の派遣を行うとともに、販路拡大等による賃金の引上げ

を目指す中小企業団体の取組や、設備導入等の労働能率増進による賃金引上げを行う

中小企業・小規模事業者の取組に対する助成措置を拡大する。 

最低賃金について幅広い周知啓発を図るとともに、的確な監督指導を行うことによ

り、最低賃金の遵守の徹底を図る。 

 

（５）パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保の推進【一部新規】 

  ８．３億円（７．４億円） 

パートタイム労働法制の整備を行い、制度の周知を図る。 

また、パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保を推進するため、パートタイム

労働法に基づく指導、専門家による相談・援助、職務分析・職務評価の導入支援等に

３ 多様な働き方の実現                ９６億円（７０億円） 
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より、パートタイム労働者の雇用管理改善の取組を推進する。 

さらに、パートタイム労働者の均等・均衡待遇に積極的な企業の表彰制度の創設等、

パートタイム労働者の均等・均衡待遇の取組推進に向けた機運醸成を図り、あわせて

パートタイム労働者のキャリアアップ支援等に取り組む。 

 

 

 

 

 

（１）企業におけるポジティブ・アクション（女性の活躍促進）の取組促進など   

                            ９．５億円（６．３億円） 
①ポジティブ・アクションの推進【一部新規】                 ９．１億円（６．２億円） 

ポジティブ・アクションに取り組む企業を支援するため助成措置を拡充するとと

もに、個別企業に対する直接的な働きかけや、女性の活躍状況の開示を促進する。 

また、女性の活躍促進に取り組む企業等への表彰の充実や、女性が子どもを産み

育てながら、管理職として登用され、活躍できる企業を増やすため、先進的な事例の

収集・情報提供及び企業に対する支援策を講じる。 

 

②メンター制度及びロールモデルの普及促進【一部新規】      ３４百万円（１７百万円） 

メンター（※1）やロールモデル（※2）の普及を図るため、中小企業の女性労働

者がネットワークを作り、相互研さんや研修等を実施する仕組みづくりを支援すると

ともに、参加者同士の交流会や意見交換会の実施などによる定着支援や好事例集の作

成を行う。 

※1メンター：後輩から相談を受け、問題解決に向けサポートする人物 

※2ロールモデル：豊富な職業経験を持ち、模範となる人物 

 

（２）女性のライフステージに対応した活躍支援【一部新規】 

１５０億円（９５億円）      

トライアル雇用制度の活用やマザーズハローワークの充実を図るとともに、託児

付き再就職支援セミナ－、ブランクのある女性の再就職支援の相談・情報提供を行う

「カムバック支援サイト（仮称）」の創設や再就職後のステップアップ雇用管理モデ

ルの普及促進など、育児により一定期間にわたり仕事から離れていた労働者が職場復

帰への不安を解消できるよう再就職に向けた総合的な支援を行う。 

４ 女性の活躍推進                ２８１億円（１７５億円） 
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（３）男女が共に仕事と子育てなどを両立できる環境の整備  １２２億円（７４億円） 
①育児休業を取得しやすい環境の整備【一部新規】           ２０億円（１６百万円） 

育児休業取得後の円滑な復職支援のため、中小企業の労働者個々人のニーズに応

じた「育休復帰支援プラン（仮称）」の策定・利用支援等を行う。また、イクメンプ

ロジェクトの拡充等により、男性の育児休業取得促進のための環境整備を行う。 

また、育児休業中や復職後の能力アップに取り組む企業への助成制度を創設する。 

 

②仕事と子育ての両立支援                            ９３億円（７３億円） 

仕事と子育ての両立を実現するため、育児・介護休業法の周知徹底を図るととも

に、事業所内保育施設設置・運営等支援の拡充を図り、事業主に対する助成制度を充

実する。 

 

③仕事と介護の両立支援【一部新規】                   ６８百万円（３０百万円） 

介護を行っている労働者の継続就業を促進するため、実証事業を行うことにより、

企業及び労働者の具体的課題を把握し、対応策を検討するとともに、シンポジウムの

開催等を行う。 

 

④テレワークの普及・促進【一部新規】                   ８．３億円（６７百万円） 

仕事と子育て等の両立が可能となる適正な労働条件下でのテレワークの普及・促

進のため、適切な人事評価等が可能となる新たなテレワークモデルを確立するための

実証事業の実施、子育て・介護のためのテレワーク活用の好事例集の作成・周知、テ

レワーク導入企業に対する労務管理に関する専門家の派遣、テレワークの導入経費に

係る支援を行う。 

在宅就業については、適正な契約条件で、安心して在宅就業に従事することがで

きるよう、在宅就業者や発注者等を対象としたセミナーの開催、相談対応等の支援事

業を実施する。 

 

 

 
 

 

（１）若者の活躍推進                         ３７３億円（２４３億円） 
①就職活動から職場で活躍するまでの総合的なサポート【一部新規】（一部推進枠）（一部 

再掲・３８ページ参照）                           ２１５億円（１５８億円） 

新卒応援ハローワークにおいて、既卒３年以内の者を新卒扱いとすることの促進

や、卒業後も「正社員就職をあきらめさせない」継続的な支援、就職後の定着支援等

５ 若者・高齢者等の活躍推進          ９６８億円（７４８億円） 
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を強化するとともに、詳細な採用情報等を公開して積極的に若者を採用・育成する「若

者応援企業」の普及拡大・情報発信の強化を図る。 

また、ジョブ・カードを活用し、企業実習と Off-JT を組み合わせた実践的な職業

訓練を実施し、若者等の人材育成に取り組む企業への支援を強化するほか、若手社員

の訓練を行う中小企業団体に対する新たな支援を実施する。 

さらに、採用時に必要な社会的スキルが乏しいなど就職活動に困難性を有する学

生等を対象として、その特性に配慮した新たな職業訓練を実施する。 

 

②フリーターなどの正規雇用化の促進【一部新規】（一部推進枠） 

８９億円（２０億円） 

フリーターなどの正規雇用化のための支援拠点として、わかものハローワーク等

を充実し、民間の活力も活用しつつ、セミナー等の開催、トライアル雇用や求職者支

援制度の活用等を通して、一人ひとりのニーズに応じた支援メニューを提供する。 

また、産学官の地域コンソ－シアム（共同作業体）による多様な職業訓練コース

の開発及び訓練を実施する。 

さらに、「地域若者サポートステーション」において、引き続き相談支援、学校と

の連携推進、合宿形式を含む集中訓練プログラム事業を行うとともに、体験先の確保

やフォローアップ等を行う「体験先コーディネーター」の配置等により、未就職期間

が長引き孤立しつつある若者等に対する支援を充実、強化する。 

 
③若者の「使い捨て」が疑われる企業等への対応策の強化【一部新規】 １８億円（１６億円） 

夜間・休日に労働基準法等に関して電話相談を受け付ける、常設の「労働条件相

談ダイヤル（仮称）」の設置や「わかものハローワーク」等への「在職者向け相談窓

口」の設置等を行い、相談体制を強化する。また、厚生労働省ホームページでの、労

働基準法等の基礎知識・相談窓口をまとめた「労働条件相談ポータルサイト（仮称）」

の開設や大学等でのセミナーを全国で開催することにより、法令等の情報発信を行う。 

 
④キャリア教育等の推進【一部新規】                      ３６億円（３４億円） 

文部科学省や中小企業団体等の産業界と連携・協力してキャリア教育のためのプ

ログラムを開発し、大学等でのキャリア教育における活用を促進する。 

また、在学段階から若者にものづくり産業の魅力を発信する観点から、「ものづく

りマイスター」による実演・指導等の取組を拡充する。（「目指せマイスター」プロジ

ェクト（仮称）） 

 

⑤インターネットを活用した在職者キャリア・コンサルティング体制の整備【新規】 

２０百万円 

インターネットを通じて若者が就職後も無料でキャリア・コンサルティングを受

けることができるよう、メールによる相談を行う。 
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（２）高齢者の就労推進を通じた生涯現役社会の実現    ３３９億円（２８２億円） 
①年齢にかかわりなく意欲と能力に応じて働くことができる「生涯現役社会」の実現に向けた 

高齢者の就労促進                              １０３億円（１０１億円） 

年齢にかかわりなく働くことができる企業の普及に向けた支援を充実するととも

に、高齢期にさしかかった段階で、高齢期の生き方を見つめ直すことを奨励するなど、

生涯現役社会の実現に向けた社会的な機運の醸成を図る。 

 

②高齢者などの再就職支援の援助・促進                   ７９億円（６５億円） 

高齢者が安心して再就職支援を受けることができるよう、全国の主要なハローワ

ークで職業生活の再設計に関する支援や担当者制による就労支援を行うとともに、身

近な地域において技能講習を実施するなど、再就職支援を充実・強化する。 

また、自発的な教育訓練の受講を支援するための教育訓練給付の拡充を検討する。 

 

③高齢者が地域で働ける場や社会を支える活動ができる場の拡大【一部新規】（一部推進 

枠）（一部再掲・４０ページ参照）                      １１３億円（９０億円） 

シルバー人材センターの活用により、高齢者の多様な就業ニーズに応じた就業機

会を確保する。 

 

④生涯現役社会の実現に向けた環境整備【新規】（推進枠）               ５８億円 

高齢者が活躍する生涯現役社会の実現に向けて、シルバー人材センターにおける

就業機会の拡大、地域の NPO 等民間団体との協働による社会参加の場の確保、幅広い

年齢層のボランティア活動の推進を図るとともに、関係機関の連携と情報共有を行う

「プラットフォーム」を設置し、高齢者向けの地域の就業・社会参加の支援の充実を

図る。 

 

（３）障害者などの就労推進                    ２５０億円（２１６億円） 
①改正障害者雇用促進法の円滑な施行に向けた取組の推進【一部新規】 

２０億円（１５億円） 

障害者の差別禁止等に関する指針の策定など改正障害者雇用促進法の円滑な施行

に向けた取組を推進する。 

また、企業等への雇用管理の好事例の普及を図るとともに障害者雇用に関する中

小企業向けのコンサルティングを実施するなど企業に対する大幅な支援の充実を図

る。 

さらに、求職障害者の増加に対応して必要な訓練機会を確保するため、委託訓練

の規模を拡充するほか、精神障害者等に対する訓練指導技法の開発・普及や、地域関

係機関によるネットワークの構築を推進する。 
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②精神障害、発達障害、難病などの障害特性に応じた就労支援の強化など【一部新規】 

３０億円（２５億円） 

精神障害者を雇用する企業への障害者雇用トライアル事業等の経済的支援を強化

するとともに、精神障害者等の雇用に関するノウハウの蓄積を図るためのモデル事業

を実施する。 

また、ハローワークにおいて精神障害者雇用トータルサポーターによる専門的な

支援の強化を行うとともに、発達障害者や難病患者に対する就職支援体制の充実を図

る。 

さらに、がん患者等の長期にわたる治療が必要な疾病を抱えた求職者に対する就

労支援モデル事業の拡充を図る。 

 

③中小企業に重点を置いた支援策の充実や「福祉」「教育」「医療」から「雇用」への移行 

推進                                         ６６億円（５２億円） 

障害者就業・生活支援センターの設置を推進するとともに、職場定着支援担当者

による定着支援を強化する。 

また、「医療」から「雇用」への移行を促進するため、医療機関における精神障害

者に対する就労支援の取組や連携を促進する。 

さらに、一般企業への雇用を促すため、就職支援コーディネーターを全労働局に

配置し、障害者の中小企業等での職場実習を推進する。 

 

④障害者雇用の更なる促進のための環境整備（推進枠）         ２１億円（９．６億円） 

ハローワークと地域の関係機関が連携し、就職から職場定着まで一貫した支援を

行う「チーム支援」の実施体制等の強化、民間人材ビジネス等の紹介により雇い入れ

る場合も対象とするなどの「障害者トライアル雇用事業」の改革・拡充を行い、障害

者雇用の更なる促進を図る。 

 

 

 

 

 

（１）生活保護受給者等の生活困窮者に対する就労支援の拡充など 

７８億円（７４億円） 

①生活保護受給者等就労自立促進事業の拡充               ７６億円（７２億円） 

生活保護受給者や生活困窮者に対するより効果的な自立支援のため、ハローワー

クと地方自治体が一体となった就労支援を充実・強化するとともに、生活困窮者に

対する相談支援をモデル的に実施する関係機関との連携強化を図る。 

 

②刑務所出所者などに対する就労支援の強化              ２．７億円（２．６億円） 

６ 重層的なセーフティネットの構築   ２，３３９億円（２，４２６億円） 
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刑務所出所者などの就労支援は、再犯防止対策の中で極めて重要であることから、

ハローワークと刑務所・保護観察所等が連携して実施する「刑務所出所者等就労支

援事業」の充実・強化を図る。 

 

（２）雇用保険制度、求職者支援制度によるセーフティネットの確保（一部再掲・３６

ページ参照）                      ２，２６０億円（２，３５２億円） 
雇用保険制度及び求職者支援制度について、労働政策審議会での議論を踏まえ、必

要な措置を講じる。 

現在、特例的に引き下げられている両制度における国庫負担率について、本来の国

庫負担率（雇用保険制度 1/4、求職者支援制度 1/2）とすることについては、雇用保険

法附則の規定に基づき検討する。 

 

 ※雇用保険制度の失業等給付費として１兆 7,735 億円（１兆 7,514 億円）を計上 
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（１）予防・健康管理の推進                      ２８８億円（４０億円） 

①レセプト・健診情報等を活用したデータヘルス（医療保険者によるデータ分析に基づく保

健事業）の推進                                 ９７億円（２．９億円） 

ア レセプト・健診情報等の分析に基づいた保健事業への支援【一部新規】（推進枠） 

９４億円（２．９億円） 

レセプト・健診情報等を活用し、意識づけ、保健指導、受診勧奨等の保健事業を

効果的に実施していくため、健康保険組合等における「データヘルス計画」の作成

や事業の立上げ等を支援する。また、市町村国保等が同様の取組を行うことを推進

する。 

 

イ 非肥満の高血圧の者に対する保健指導の推進【新規】（推進枠）         ２．８億円 

特定保健指導の対象となっていない肥満でない高血圧者に対して、特定健診の結

果から血圧が一定以上の者を抽出のうえ、医療保険者が実施主体となって、これら

の者を対象にした保健指導を試行的に行い、その結果に基づき、効果的な保健指導

のあり方（プログラム）を検証する。 

 

②特定健診・特定保健指導等を通じた生活習慣病予防等の推進     ６６億円（１１億円） 

ア 被扶養者に対する特定健診・特定保健指導の実施率向上への支援等【新規】（推進枠） 

２５億円 

受診率が低い被扶養者の特定健診受診率向上等のため、対象者のニーズに応じた

健診の提供など医療保険者の改善・工夫への支援や、被扶養者の関心を高め受診率

向上につながる広報活動の取組への支援等を行う。 

第３ 安心で質の高い医療・介護サービスの提供 

「日本再興戦略」（平成 25 年６月 14 日閣議決定）や「健康・医療戦略」（平成 25 年６月 14

日９大臣申し合わせ）等を踏まえ、予防・健康管理の推進や医療情報の電子化・利活用の促

進等により、「国民の健康寿命が延伸する社会」の構築を目指す。 

医療分野の研究開発を促進することなどにより革新的な医療技術の実用化を推進し、あわ

せて医療関連産業の国際競争力を向上させる。 

また、良質な医療・介護へのアクセスを確保することにより、病気やけがをしても早期に社

会に復帰できる社会の実現を目指す。 

１ 予防・健康管理の推進等             ３０５億円（４０億円） 
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イ 「健康日本２１（第二次）」等の推進【一部新規】（推進枠）      １７億円（８０百万円） 

「健康日本２１（第二次）」をより広く国民に浸透させていくために、企業・団体・

自治体との連携を主体とした「スマート・ライフ・プロジェクト」の推進や「いき

いき健康大使」が出席する健康づくりイベントの実施等により、特定健診やがん検

診の受診率向上及び健康寿命の延伸を図る。 

 

ウ 地域健康増進を促進するための取組への支援【一部新規】（推進枠） 

５億円（３７百万円） 

自治体や民間団体等の創意工夫により地域のソーシャルキャピタル（※）や ICT

技術等を活用し、健康増進のモデル的な取組を支援することで、優れた取組の情報

発信や全国展開を図る。 

※ソーシャルキャピタル：人と人との信頼関係やネットワークといった社会関係資本 

 

エ 食事摂取基準等の策定【一部新規】（推進枠）           ６０百万円（２２百万円） 

日本人の長寿を支える「健康な食事」の基準を策定し、コンビニ・宅配食業者等

と連携した普及方策を実施する。 

 

オ 肝炎ウイルス陽性者のフォローアップによる重症化予防の推進【一部新規】（推進枠） 

１８億円（９．５億円） 

肝炎ウイルス検査で陽性となった者に対する医療機関への受診勧奨等のフォロー

アップを推進し、肝炎患者の重症化予防を図る。 

 

③糖尿病性腎症の重症化予防事業等の好事例の横展開          ３１億円（３億円） 

ア 糖尿病性腎症の重症化予防の取組への支援【新規】（推進枠）         ９．４億円 

糖尿病性腎症の患者であって、生活習慣の改善により重症化の予防が期待される

者に対して、医療保険者が医療機関と連携して保健指導を実施するなどの好事例の

全国展開を進める。 

 

イ 重複・頻回受診者等に対する取組への支援【一部新規】（推進枠）   ２２億円（３億円） 

医療保険者がレセプト等データを活用し、後発医薬品の使用について全医療保険

者に取組を徹底するとともに、医療機関と連携して、保健師及び薬剤師等が重複・

頻回受診者及び重複投薬者等に対して訪問指導を実施するなどの好事例の全国展開

を行う。 

 

④薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点の推進【新規】（推進枠）          ２．９億円 

セルフメディケーション（※）推進のために薬局・薬剤師を活用した健康情報の

拠点の推進や在宅医療に関するモデル事業を実施する。 
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※ セルフメディケーション：専門家の適切なアドバイスの下、身体の軽微な不調や軽微な症状 

を自ら手当てすること 

 

⑤介護・医療関連情報の「見える化」の推進【新規】（推進枠）（再掲・５８ページ参照） 

            ７．２億円 

 

⑥地域づくりによる介護予防の推進【新規】（再掲・５８ページ参照）         ６２百万円 

 

⑦認知症を有する人の暮らしを守るための施策の推進（再掲・５６ページ参照） 

２５億円（２３億円） 

 

⑧生涯現役社会の実現に向けた環境整備【新規】（推進枠）（再掲・４２ページ参照） 

５８億円 

 

（２）健康・疾病データベース等の研究・分析基盤の確立等          １６億円 

①医療情報の電子化・利活用の促進                             １４億円 

ア NDB データの活用の促進等【新規】（推進枠）                    ４．９億円 

医療の質の向上や研究基盤の強化を進めるため、NDB データ（※）を活用した研究

に対する費用の助成や、研究者向けに NDB データの分析施設の整備を行うことなど

により、NDB データの活用を促進する。 

※ NDB データ：国が保有するレセプト情報、特定健診情報及び特定保健指導情報のデータ 

 

イ DPC データの活用の促進等【新規】（推進枠）                    ５０百万円 

第三者に対する DPC データ（※）の活用を促進するため、DPC データの一元管理及

び DPC データの利活用（公開）に向けたデータベースを構築するための調査（デー

タを移行するための移行データ調査等）を行う。 

※DPC データ：急性期入院医療を担う医療機関より提出され、診療報酬改定に活用される臨床 

情報と診療行為のデータ 

 

ウ 予防医療の調査研究の推進等【新規】（推進枠）（再掲・４８ページ参照）  ４．５億円 

循環器疾患の発症予防の調査研究等のデータを国立循環器病研究センターに集積

し、予防・診断・治療法のモデル開発を推進する。 

 

②一般用医薬品新販売制度の適正な運用の確保【新規】（推進枠）           ２億円 

一般用医薬品を対象とした新たな販売制度の普及及び適正な運用を図るため、優

良サイトの認定・認証及び多量・頻回購入などを防止するための措置の検討と併せて、

偽造医薬品などを含む違法な広告・販売を行うサイトへの監視を強化する。 
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（１）医薬品・医療機器開発などに関する基盤整備     １，０８２億円（８６８億円） 

（ⅰ）「日本版 NIH」の創設に伴う医療分野の研究開発の促進等（一部推進枠） 

   １，０８２億円（８６８億円） 

①「日本版 NIH」の創設に伴う取組の推進（一部推進枠）（一部再掲・４９ページ参照） 

５２４億円（４０５億円） 

ア 革新的な医療技術の実用化に向けた研究の推進等【一部新規】 ４５９億円（３７９億円） 

疾病を克服し、健康を増進することを目指して、「日本版 NIH」の下で、革新的な

医療技術を実用化するための研究を推進するとともに、医薬品等の実用化に繋がる

シーズ数の増加や実用化までのスピードアップを図るための研究体制の強化を行う。

また、早期・探索的臨床試験拠点（５箇所）、日本主導型グローバル臨床研究拠点（２

箇所）について、臨床研究中核病院等と連携しつつ、それぞれの分野で中心的な役

割を果たすことができるよう、その運営を支援する。 

 

イ 臨床研究中核病院などの整備【一部新規】                ３４億円（２５億円） 

日本の豊富な基礎研究の成果から革新的な医薬品・医療機器を創出するため、臨

床研究中核病院（10 箇所）について、がん・再生医療等の分野の臨床研究や難病・

希少疾病・小児疾患等の医師主導治験の実施とネットワークの構築に重点を置いて

体制を強化する。 

 

②国立高度専門医療研究センター等の体制の充実【一部新規】（一部推進枠）（一部再掲・

４９ページ参照）                                ５４５億円（４６２億円） 

国立高度専門医療研究センター等において、ゲノム医療の実用化を目指すととも

に、企業による開発研究が進みにくい希少疾病・難病対策等の政策的課題に対応す

るため、治験・臨床研究体制の充実等を図る。 

※ゲノム医療：遺伝子（ゲノム）解析情報に基づく、患者一人ひとりの体質や病態にあった 

有効かつ副作用の少ない治療法や予防法 

 

③がん等の革新的予防・診断・治療法の開発                １３億円（１．５億円） 

がん等の新たな予防法・早期発見手法・個別化治療を含む革新的がん治療の実現

等に向けて、がん診療連携拠点病院の臨床試験実施体制を強化するとともに、がん

に関する予防医療や個別化医療の開発拠点の整備等を行う。 

２ 革新的医薬品・医療機器の創出、世界最先端の医療の実現など

      １，１４０億円（８９７億円）
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（ⅱ）創薬支援機能の強化【新規】                                 ７８億円 

アカデミア（大学、研究所等）などの優れた基礎研究の成果を確実に医薬品の実

用化につなげるため、医薬基盤研究所・創薬支援戦略室、関係府省、理化学研究所、

産業技術総合研究所や大学等の創薬関係機関で構成するオールジャパンでの創薬支

援ネットワークの機能強化を図る。 

創薬支援ネットワークの創薬関係機関は、がん、難病・希少疾病、肝炎、認知症、

感染症、免疫・アレルギー疾患、生活習慣病、精神・神経疾患、小児疾患等の重点

領域において、実用化に向けた応用研究や一定の実施基準を満たした非臨床試験、

国際水準の質の高い臨床研究や医師主導治験を実施することで、研究開発の加速化

を図る。 

 

①がん【新規】                                          ３２億円 

がんの診断・治療等、がん医療の実用化を目指し、未だ有効な治療法がない医療

ニーズ（アンメット・メディカルニーズ）に応える新規薬剤開発や新たな標準治療

を作るための研究を強力に推進する。 

また、がんの予防と早期発見の推進のため、特定の集団や個人の発がんリスクを

明らかにするための研究や、がんの予防法や新たな検診手法の実用化を目指した研

究を推進する。 

 

②難病・希少疾病【新規】                                    １２億円 

難病・希少疾病の革新的診断・治療法を開発するため、創薬関連研究をはじめ、

再生医療技術を用いた研究や個別化医療に関する研究を総合的・戦略的に推進する。 

 

③肝炎【新規】                                         ２．６億円 

治療困難な肝炎に対する医療の実用化を目指し、ウイルス性肝炎難治例や病態の

進行した症例に対する新規治療薬・治療法の開発に向けた研究を推進する。 

 

④認知症・精神疾患【新規】                                   ２億円 

発症前の認知症患者に対する根本的治療薬・予防法の開発や、うつ病等その他の

精神疾患患者等に関連する研究を推進するとともに、全国の認知症研究機関等のネ

ットワーク化を推進する。 

 

⑤感染症【新規】                                          １億円 

新興・再興感染症に対する予防・診断・治療に向けた医薬品等の開発を推進し、

国内の感染症対策の構築の研究を推進する。 

さらに、世界に向けて研究成果を展開することで国際社会への貢献を図る。 
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⑥免疫・アレルギー疾患【新規】                             ６４百万円 

免疫・アレルギー疾患について、新規治療法の確立、治療法の標準化を推進し、

疾患の克服、患者 QOL の向上を実現する。 

 

⑦生活習慣病（循環器疾患・糖尿病等）【新規】                    ３．１億円 

多くの生活習慣病に共通して慢性炎症が関与している点に着目し、生活習慣病の

合併症を予防するための研究を推進するとともに、臨床情報の集積を図ることによ

り革新的治療薬の開発や治験を推進し、国内外の循環器疾患・糖尿病等の診療技術

を飛躍的に向上させる。  

 

⑧小児疾患など【新規】                                    ８０百万円 

幼少期に発症しうる慢性疾患についての予防・診断・治療法の開発や小児期にお

ける障害の予防、母子の健康の保持増進に資することを目的とする研究を推進する。 

 

（２）医療関連産業の活性化                      ４１億円（２４億円） 

①革新的な製品の実用化を促進するための審査・安全対策の充実・強化【一部新規】 

（推進枠）                                     １６億円（５．４億円） 

ア 審査基準の明確化【一部新規】                     ４．１億円（１．３億円） 

薬事戦略相談を充実するとともに、最先端の技術の有効性と安全性を評価するた

めのガイドライン等を作成し、研究開発から実用化までの一貫した支援体制を構築

する。 

 

イ 医療機器・再生医療等製品の特性を踏まえた制度の構築【一部新規】 

４億円（１９百万円） 

医療機器の審査の迅速化と質の向上を図るため、高度の管理を要する医療機器の

うち後発医療機器等を対象として、登録認証機関を活用した認証制度の拡充を行う。 

そのための環境整備として、登録認証機関による後発医療機器の審査に必要な基

準を作成するとともに、既に承認された医療機器との性能等の比較を行うことがで

きるデータベースを整備する。 

 

ウ 安全対策の強化【一部新規】                       ４．６億円（３．８億円）  

市販後安全対策の充実を図るため、拠点病院において電子カルテ等の情報を薬剤

疫学的手法（薬剤の使用とその効果や影響を集団単位で調査する手法）を用いて分

析するためのデータベースを構築するとともに、再生医療等製品等の患者登録シス

テムを開発する。 
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エ グローバル化への対応【新規】                             ２．８億円 

日本発の医療機器に関する規格等の国際標準化を推進するため、規格を審議する

国際会議や関連する国際シンポジウムに積極的に参加する。 

また、医薬品等の輸出入手続の迅速化、ペーパーレス化を促進するため、NACCS

（輸出入・港湾関連情報処理システム）内に医薬品等輸出入手続システムを構築す

る。 

 

※ 革新的医薬品・医療機器・再生医療等製品の実用化を促進するため、市販後の 

品質確保や安全対策に留意しつつ、医薬品・医療機器の審査ラグ「０」の実現に 

向け、審査基準の明確化などの上記各事業の実施に必要な（独）医薬品医療機器 

総合機構（PMDA）の体制を強化する。 

 

②再生医療の実用化の促進【一部新規】（一部推進枠）           ４５億円（２１億円） 

ア 再生医療の実用化を促進するための研究拠点整備【一部新規】（一部推進枠）（一部再 

  掲）                                         ３９億円（２１億円） 

再生医療等の実用化を促進するため、再生医療等の提供機関間の連携を図り、研

究成果を集約する拠点として、「再生医療実用化研究実施拠点」を整備する。 

 

イ 再生医療の安全性の確保等に向けた取組【新規】（推進枠）           ６．５億円 

再生医療等について、安全性を十分に確保しつつ、実用化を促進するため、再生

医療等提供計画の審査や細胞培養加工施設の調査に必要な体制等を整備する。 

 

③新たな医薬品・医療機器の開発の促進                          ５０億円 

ア 創薬支援機能の強化【新規】（再掲・４９ページ参照）                ２４億円 

 

イ 世界に通じる国産医療機器創出のための拠点及び支援体制の整備【新規】（一部推進 

枠）（一部再掲・４８ページ参照）                              ２０億円 

医療機関と医療機器企業が資金・人材・技術面で連携して、国際競争力が高い医

療機器を開発するため、「健康・医療戦略クラスター」（仮称）を構築するとともに、

関係省庁が連携してクラスターを支援する「医療機器実用化研究支援センター」（仮

称）を整備する。 

 

ウ 最先端医療技術の迅速・適切な評価の推進【新規】（推進枠）          ３．６億円 

医療保険制度において最先端の医療技術を迅速・適切に評価するための指標開発

等の整備に向けた調査・研究等を行う。 
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④医療の国際展開等                              １３億円（１６百万円） 

ア 医療の国際展開の推進【一部新規】（推進枠）            ３．８億円（１６百万円） 

関係省・関係機関との連携の下、各国の疾病構造、医療ニーズ・制度の状況の把

握や諸外国との協議を通じて、日本発の医療機器・医薬品の輸出、人材育成及び諸

制度の整備の支援を促進する。 

また、外国人が安心・安全に日本の医療サービスを受けられるよう、外国人患者

受入れ医療機関認証制度の環境整備や周知・浸透を図る。 

 

イ 国際機関を通じた医療関連産業等の海外進出【新規】（推進枠）        ９．６億円 

日本の製薬産業の優れた研究開発力を活かした開発途上国向けの医薬品の研究開

発支援を行うとともに、海外の産業保健･公衆衛生の向上等を通じて日系企業の海外

進出を支援し、医療の国際展開及び国際貢献を図る。 

 

（３）後発医薬品の使用促進【一部新規】（一部推進枠）（一部再掲・４６ページ参

照）                                  １７億円（５．３億円） 

患者や医療関係者が安心して後発医薬品を使用することができるよう、品質・安定

供給の確保、情報提供の充実や普及啓発等による環境整備に関する事業等を引き続き

実施する。 

また、本年４月に策定した「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」

のモニタリングを実施し、その結果に基づき専門家による検討会を開催して、後発医

薬品の使用促進のために追加的に必要となる施策の検討を行う。 

さらに、啓発資材の作成等、後発医薬品の推進の意義や品質についての効果的な情

報提供を行う。 

 

 

 

 

 

（１）良質な医療へのアクセスの確保（推進枠）                 

１５７億円（医療提供体制推進事業費補助金２２７億円の内数） 

①ドクターヘリ運航体制の拡充【一部新規】             

                 １１９億円（医療提供体制推進事業費補助金２２７億円の内数） 

迅速な医療の提供が必要な全ての国民に、いち早い医療の提供を可能とすること

を目指し、ドクターヘリの運航や、隣接府県との共同運航等を推進することにより

効率的な運用等を支援する。 

３ 医療提供体制の機能強化            ６２９億円（５３６億円） 
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②救急医療体制の強化【新規】                                 ２３億円 

救急医療体制の強化を図るため、地域の消防機関等に設置しているメディカルコ

ントロール協議会に専任の医師を配置するとともに、長時間搬送先が決まらない救

急患者を一時的であっても断らずに受け入れる医療機関の確保を支援する。 

 

③専門医に関する新たな仕組みの導入に向けた支援【新規】             ９．７億円 

医師の質の一層の向上を図ることなどを目的とする専門医に関する新たな仕組み

が円滑に構築されるよう、研修病院に対する専門医の養成プログラムの作成支援等

を行う。 

 
④良質な医療の提供に資する情報基盤の整備【新規】                 ４．２億円 

医療の質を向上させるため、日々の診療行為、治療結果及びアウトカムデータ（診

療行為の効果）を、一元的に蓄積・分析・活用する関係学会等の取組を推進する。 

 
（２）地域医療確保対策 １０１億円及び医療提供体制推進事業費補助金１７１億円の内数 

（８９億円及び医療提供体制推進事業費補助金２２７億円の内数） 
①地域医療支援センターの整備の拡充                        １３億円（９．６億円） 

地域の医師不足病院における医師の確保とキャリア形成の取組を一体的に支援す

るため、都道府県が設置する「地域医療支援センター」の箇所数を拡充（30 箇所→

42 箇所）し、医師の地域偏在解消に向けた取組を推進する。 

 
②女性医師の離職防止・復職支援 １．６億円及び医療提供体制推進事業費補助金１７１億円の内数 

（１．６億円及び医療提供体制推進事業費補助金２２７億円の内数） 

出産や育児等により離職している女性医師の復職を支援するため、都道府県に相

談窓口を設置し、研修受入医療機関の紹介や復職後の勤務様態に応じた研修等を実

施する。 

また、子どもを持つ女性医師や看護職員等の離職防止や復職支援のため、病院内

保育所の運営に必要な経費について支援を行う。 

 

③ナースセンター機能の強化など看護職員の確保対策の推進【一部新規】 

             ５２億円及び医療提供体制推進事業費補助金１７１億円の内数 

（４９億円及び医療提供体制推進事業費補助金２２７億円の内数） 

看護職員確保対策を強化するため、看護師等の免許保持者の届出制度の創設の検

討とあわせて、ナースセンターによる効果的な復職支援の実施を目指した新たなシ

ステムを構築する。 

また、地域医療に従事する看護職員の養成・確保を図るため、看護師等養成所や

病院内保育所の運営、新人看護職員研修の実施等に必要な経費について支援する。 
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④チーム医療の推進（特定行為に係る看護師研修制度における指定研修機関の設置準備 

への支援など）【一部新規】         ７３百万円及び医療提供体制推進事業費補助金１７１億円の内数 

 （１．５億円及び医療提供体制推進事業費補助金２２７億円の内数） 

多職種協働によるチーム医療の取組を推進する一環として、医師又は歯科医師の

指示の下、プロトコール（手順書）に基づき、特定行為（診療の補助のうち、実践

的な理解力、思考力及び判断力を要し、かつ高度な専門的知識及び技能をもって行

う必要のある行為）を行おうとする看護師の研修を実施する指定研修機関の設置の

準備の支援を行う。また、この研修制度の具体的な内容の検討に向けて、看護業務

の実施状況の検証を行う。 

 

⑤医療機関の勤務環境改善に係るワンストップの相談支援体制の構築【新規】  ３．１億円 

医師・看護師等の離職防止や医療安全の確保を図るため、国における指針の策定

等、各医療機関が PDCA サイクルを活用して計画的に勤務環境改善に向けた取組を行

うための仕組み（勤務環境改善マネジメントシステム）を創設するとともに、こう

した取組を行う医療機関に対する総合的な支援体制を構築するため、都道府県によ

る医療勤務環境改善支援センター（仮称）の設置を支援する。 

 

⑥在宅医療提供体制の整備【一部新規】 ２．９億円及び医療提供体制推進事業費補助金１７１億円の内数

（２．８億円及び医療提供体制推進事業費補助金２２７億円の内数） 

各都道府県に「在宅医療推進協議会」を設置し、在宅医療や地域包括ケアに参入   

する地域の医師が在宅医療の現場に同行する在宅医療導入研修等を実施するととも   

に、小児等の在宅患者に対する在宅での療養への不安の解消を図るなどの支援体制

の強化等を図ることにより、地域の在宅医療提供体制を拡充する。  

 
⑦歯科保健医療対策の推進                         １．２億円（９２百万円） 

地域の実情に応じた総合的な歯科口腔保健医療施策を進めるための体制の確保、

障害者・障害児、要介護高齢者等に対する歯科保健医療サービス等の実施やこれを

担う人材の育成、医科・歯科連携の先駆的な取組の安全性や効果の実証等を行う。 

 
⑧ICT を活用した地域医療ネットワークの整備              ２．３億円（７５百万円） 

医療機関の主要な診療データを、標準的な形式で外部保存することにより、連携

する医療機関相互でデータの閲覧を可能とし、質の高い地域医療連携に活用できる

ネットワークの基盤を整備する。 

 

  ⑨患者の意思を尊重した終末期医療の実現に向けた取組【新規】         ５４百万円 

    患者の意思を尊重した終末期医療を実現するために、終末期医療のガイドライン

を周知するとともに、医療機関における終末期医療に関する相談支援員の配置や、
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困難事例の相談などを行うための複数の専門職種からなる委員会の設置等に必要な

支援を行う。 

 

⑩持分なし医療法人への移行の促進【新規】 

    医療提供体制推進事業費補助金１７１億円の内数 

医療法人について、非営利の徹底を図るとともに、持分の相続を契機として事業

継続が困難となり、継続的かつ安定的な医療の提供ができなくなる事態を未然に防

止する観点から、医療法人による任意の選択を前提としつつ、持分なし医療法人へ

の移行手続を支援するコンサルタントに必要な経費について支援を行う。 

 

（３）救急・周産期医療などの体制整備               

４１億円及び医療提供体制推進事業費補助金１７１億円の内数  

（４１億円及び医療提供体制推進事業費補助金２２７億円の内数） 

①救急医療体制の充実           ５６百万円及び医療提供体制推進事業費補助金１７１億円の内数 

（１．２億円及び医療提供体制推進事業費補助金２２７億円の内数） 

救急医療体制の充実・強化を図るため、重篤な救急患者を 24 時間体制で受け入れ

る救命救急センター等へ必要な支援を行う。 

 

②周産期医療体制の充実         ７４百万円及び医療提供体制推進事業費補助金１７１億円の内数 

（７７百万円及び医療提供体制推進事業費補助金２２７億円の内数） 

地域で安心して産み育てることのできる医療の確保を図るため、総合周産期母子

医療センターやそれを支える地域周産期母子医療センターの新生児集中治療管理室

（NICU）、母体・胎児集中治療管理室（MFICU）等へ必要な支援を行う。 

 

③へき地保健医療対策の推進                         ３８億円（３７億円） 

へき地・離島での医療提供体制の確保を図るため、総合的な企画・調整を行うへ

き地医療支援機構の運営や、へき地診療所への代診医の派遣、無医地区等で巡回診

療を行うへき地医療拠点病院の運営等について必要な支援を行う。 

 

④災害医療体制の充実                             ２．１億円（２．１億円） 

災害医療体制の充実・強化を図るため、災害時に被災都道府県や被災都道府県内

の災害拠点病院等との連絡調整等を担う災害派遣医療チーム（DMAT）事務局の運営

や、DMAT に関する研修、広域災害・救急医療情報システム（EMIS）の運用等を行う。 

 

⑤災害時の救護班（医療チーム）の派遣に関する調整体制の強化【新規】    １０百万円 

災害時における医療チームの派遣に関する調整体制を強化するため、災害発生時

に各都道府県の災害対策本部の下に設置される派遣調整本部において医療チームの
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派遣調整業務を行う人員（災害医療コーディネーター）を対象とした研修を実施す

る。 

 

 

 
 
 
 

各医療保険制度などに関する医療費国庫負担に要する経費を確保し、その円滑な実

施を図る。 

 

 

 

 

 
 

（１）認知症を有する人の暮らしを守るための施策の推進    ２５億円（２３億円） 

今後、高齢者の増加に伴い認知症の人は更に増加することが見込まれていることか

ら、平成 24 年９月に策定した「認知症施策推進５か年計画」の着実な実施を図り、全

国の自治体で、認知症の人とその家族が安心して暮らしていける支援体制を計画的に

整備するため、次の取組を推進する。 

 

※ 「②オ 認知症地域支援推進員の配置の促進」に係る経費については、平成 26 年

度から地域支援事業として実施する予定であるため、上記の計数に含めていない。 

 

①認知症の早期診断・早期対応の体制整備 

ア かかりつけ医などの認知症対応力の向上 

高齢者が日頃より受診するかかりつけ医が「適切な認知症診断の知識・技術」を

習得するための研修や、かかりつけ医に助言等を行う認知症サポート医を養成する

ための研修を推進する。 

 

イ 認知症初期集中支援チームの設置など 

認知症の人とその家族に対する早期診断や早期対応を行うため、認知症の専門医

療機関である認知症疾患医療センター等の整備を図るとともに、看護職員、作業療

法士等の専門家からなる「認知症初期集中支援チーム」が、認知症の人やその家族

に対して、初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行うモデル

事業を引き続き実施する。 

 

４ 安定的で持続可能な医療保険制度の運営の確保 

１０兆８，７１０億円（１０兆５，１７５億円）

５ 安心で質の高い介護サービスの確保 

２兆７，２４６億円（２兆５，７４２億円）
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②地域での生活を支える医療・介護サービスの構築及び日常生活支援の強化 

ア 一般病院勤務の医療従事者向けの研修の実施 

一般病院勤務の医師、看護師等の医療従事者を対象として、認知症の人や家族を

支えるために必要な基本知識や、認知症の人を支えるための医療と介護の連携の重

要性について習得するための研修を実施する。 

 

イ 一般病院・介護保険施設などでの認知症対応力向上の推進 

一般病院や介護保険施設などで、その職員に対して、認知症の行動・心理症状の

うち対応困難な事例に関するアドバイスや研修を行う。 

 

ウ 認知症ケアに携わる多職種の協働研修の実施 

認知症ケアに携わる医療、介護従事者の双方が共通して理解しておくべき基礎的

知識に関する研修等を多職種協働で実施する。 

 

エ 認知症高齢者グループホームなどでの在宅生活継続支援のための相談・支援の推進 

市町村の委託を受けた、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護、

特別養護老人ホームの事業所等が、その知識・経験・人材等を活かして、在宅で生

活する認知症の人やその家族に対して効果的な介護方法等の専門的な相談支援等を

行う。 

 

オ 認知症地域支援推進員の配置の促進 

医療と介護の連携強化や認知症ケアパス（状態に応じた適切な医療や介護サービ

ス提供の流れ）の作成・普及など、地域の実情に応じて認知症の人やその家族を支

援する事業を推進する「認知症地域支援推進員」を市町村等に配置する。 

 

カ 市町村の高齢者虐待防止対応の推進 

市町村における高齢者の虐待防止のためのネットワークの構築の推進や対応マニ

ュアルの作成等を行う。 

 

キ 市民後見人の育成とその活動への支援の充実 

市民後見人の養成やその活動支援等、地域での市民後見の取組を推進する。 

 

ク 認知症の人の家族への支援の推進 

認知症に関する知識の習得や情報交換を行う「家族教室」や、誰もが参加でき集

う場である「認知症カフェ」等を活用することにより、認知症の人とその家族の支

援を行う。 
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ケ 地域ケア会議の活用推進 

地域包括ケアシステムの実現に向け、医療、介護の専門家など多職種が協働して

ケア方針を検討し、高齢者の自立支援、認知症の人の地域支援などを推進する「地

域ケア会議」の普及・定着を促進する。 

 

（２）持続可能な介護保険制度の運営（一部再掲・５７ページ参照） 

２兆７，０１８億円（２兆５，５４０億円） 

地域包括ケアシステムの実現に向け、「第５期介護保険事業計画」に基づく介護サー

ビスの実施等に必要な経費を確保し、その円滑な実施を図る。 
 

（３）地域での介護基盤の整備【一部新規】（一部推進枠）    ５７億円（５１億円） 

地域包括ケアシステムの実現に向け、高齢者が住み慣れた地域での在宅生活を継続

することができるよう、定期巡回・随時対応サービス、複合型サービス事業所等を開

設する際の経費について財政支援を行うとともに、都市型軽費老人ホーム等の整備に

必要な経費について財政支援を行う。 

あわせて、低所得高齢者等の住まいや生活支援に関するニーズに応えるため、養護

老人ホーム等のプライバシーを確保するための環境の改善（施設改修等）に必要な経

費についても財政支援を行う。（推進枠） 

 

（４）介護・医療関連情報の「見える化」の推進 【新規】（推進枠）     ７．２億円 

   各地方公共団体が、それぞれの地域の特性に合った地域包括ケアシステムを構築す

るとともに、国民が、介護サービスの質の評価に基づいて適切な介護サービスを選択

できるよう、有益な情報の共有（「見える化」）のためのシステムの構築等を推進する。 

 

（５）低所得高齢者等の住まい・生活支援の推進 【新規】（推進枠）（一部再掲・５８

ページ参照）                                    ２０億円 

自立した生活を送ることが困難な低所得高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮ら

せるよう、NPO 法人や社会福祉法人等が実施する既存の空家等を活用した低廉な家賃の

住まいの確保の支援や、見守り・日常的な生活相談等の取組等を支援する。 

 

（６）生涯現役社会の実現に向けた環境整備【一部新規】（一部推進枠）（一部再

掲・４２ページ参照）                         ４２億円（３２億円） 

高齢者が地域の中で生きがいや健康づくりができるように、NPO 等民間団体と協働

し、社会参加の場の開拓、セミナーの開催や高齢者と社会参加の場のマッチング等の

取組や、老人クラブ活動への支援等を行う。 

 

（７）地域づくりによる介護予防の推進【新規】                 ６２百万円 

地域づくりによる住民主体の介護予防を推進し身近な通いの場に多くの高齢者が参
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加できるよう、都道府県と連携し、市町村に対して研修及び個別相談等の技術的支援

を行う。 

 

（８）二次医療圏単位での病院・介護連携の推進 【新規】（推進枠）   ７１百万円 

   都道府県の調整の下で、市町村、介護支援専門員及び病院が連携して、病院から介

護支援専門員への高齢者の着実な引き継ぎを行えるようにするための情報提供手法等

のルール作りとその運用を行うことができるよう、都道府県に対し技術的な支援を行

う。 

 

（９）訪問看護の供給体制の拡充 【新規】                   １．４億円 

在宅療養を望む要支援・要介護者に対する訪問看護サービスの安定的かつ効率的な

供給体制を拡充するために、都道府県の介護保険事業支援計画を策定することを念頭

に、訪問看護職員の人材確保のための普及啓発及び研修の充実、訪問看護師の定着促

進、訪問看護ステーションの経営相談などの枠組みを構築し、地域の実情を踏まえた

広域的な支援を行う。 

 

（１０）福祉用具・介護ロボットの実用化の支援【一部新規】（一部推進枠） 

１．８億円（８３百万円） 

福祉用具や介護ロボットの実用化を支援するため、介護現場における機器の有効性

の評価手法の確立、介護現場と開発現場のマッチング支援によるモニター調査の円滑

な実施等を推進する。 

また、実用性の高い製品化された介護ロボットの市場化を図るため、介護現場への

試用機器の配置や機器を使用した援助技術の指導・講習を実施する。 

 

（１１）地域包括ケアシステムの構築へ向けた取組・人材確保の推進【新規】（推進 

枠）                                        ７．４億円 

地域包括ケアシステムの実現に向けては、国民の協力が不可欠であることから、地

域包括ケアシステム構築の必要性・重要性について普及啓発を行う。 

また、介護サービスの提供体制強化のため、都道府県における介護人材確保の取組

が推進されるよう支援する。 

 

（１２）適切な介護サービス提供に向けた取組の支援       ７６億円（８５億円） 

介護支援専門員の資質向上を図るため、体系的な研修事業を行い、必要な知識・技

術の習得を図る。また、介護サービス情報公表制度の着実な実施を図るため、都道府

県が行う調査・公表事務や実施体制整備等の取組を支援する。 

 

－59－



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

（１）過重労働解消に向けた取組の促進【一部新規】     ２．５億円（２．３億円） 
「過重労働解消キャンペーン（仮称）」等による過重労働解消に向けた労使の取組の

促進や相談体制の確保を図るとともに、過重労働による健康障害の防止のための重点

的な監督指導を行う。 

 

（２）働き方・休み方の見直しに向けた事業主などの取組の促進 

１９億円（９．６億円） 

①働き方・休み方の見直しに向けた事業主などの取組の促進【一部新規】 

     １１億円（８．９億円） 

企業や労働者が働き方・休み方の現状や課題を自主的に評価できる「働き方・休

み方改善指標」の活用方策の検討や、この指標の活用に関する好事例の収集・分析、

「地域の特性を活かした休暇取得促進のための環境整備事業」の拡充等を行う。 

 

②テレワークの普及・促進【一部新規】（再掲・４０ページ参照）   ８．３億円（６７百万円） 

 

（３）仕事と育児の両立支援策の推進【一部新規】（再掲・３５ページ参照） 

２６３億円（１６７億円） 

 

（４）仕事と治療や介護の両立支援の推進【一部新規】（一部再掲・４０ページ参 

  照）                                 １．５億円（１．１億円） 
疾病を抱える労働者の治療と職業生活の両立を支援するため、企業における取組の

好事例集を作成し、研修会の開催により周知を図る。 

介護を行っている労働者の継続就業を促進するため、実証実験を行うことにより、

企業及び労働者の具体的課題を把握し、対応策を検討するとともに、シンポジウムの

開催等を行う。 

就労形態にかかわらず公正に処遇され、安心して将来に希望を持って働くことができるよう

にワーク・ライフ・バランスの実現、労働者が安全で健康に働くことができる労働環境の整備、

非正規労働者の雇用の安定・能力開発などを推進する。 

１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現 

           ２８７億円（１８２億円）

第４ 安心して将来に希望を持って働くことのできる 

環境整備 
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（５）バス、トラック、タクシーの自動車運転者の長時間労働の抑制【一部新規】 

１．３億円(１．２億円) 
自動車運転者を使用する事業者に対し、自動車運転者時間管理等指導員による指導

を行うとともに、業界団体に加入していない事業者に対する労働基準関係法令の周知

を行うほか、運輸事業の新規参入者に対し、国土交通省と連携して、労働基準関係法

令の講習等を行う。 

 

 

 

 

 

 

第 12 次労働災害防止計画を踏まえた施策の推進       ７５億円（６９億円） 
メンタルヘルス対策や化学物質管理対策等に関して、労働政策審議会の議論を踏ま

え、早期に必要な法制上の措置を講じるとともに、以下の対策を推進する。 

 

①業種の特性に応じた労働災害防止対策の推進【一部新規】      ５．３億円（４億円） 

第三次産業（特に飲食店等）、荷主先での作業を伴う陸上貨物運送事業、人材不足

の顕在化している建設業について、各業種の特性に応じ、非正規雇用労働者を含め労

働災害の防止を図る。 

 

②職場でのメンタルヘルス・産業保健対策の推進【一部新規】      ３１億円（３１億円） 

労働者の健康確保を図るため、職場でのメンタルヘルスや小規模事業場に重点化

した産業保健対策を推進する。 

 

③化学物質管理の支援や石綿ばく露防止対策の推進【一部新規】   ３０億円（２５億円） 

化学物質のリスク評価を行うとともに、相談窓口の設置や訪問指導の実施等によ

り、職場での化学物質管理の支援体制の整備を図る。 

また、建築物の解体工事等における石綿ばく露防止対策を推進する。 

さらに、化学物質、粉じん、石綿等による健康被害を防止するため、新たに作成

する方針の下、的確に監督指導等を実施する。 

 

④職場での受動喫煙防止対策の推進                   ８．９億円（９．１億円） 

職場での受動喫煙防止対策を推進するため、中小企業事業主に対する喫煙室設置

への財政的支援を行うとともに、受動喫煙の有害性や対策の必要性についての周知啓

発を行う。 

 

２ 労働者が安全で健康に働くことができる職場づくり 

７５億円（６９億円）

－61－



 
 

 

 

 

 

（１）職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた環境整備【一部新規】 

１．５億円（９０百万円） 

パワーハラスメントの予防・解決に向けた社会的気運を醸成するための周知・広報

を引き続き実施するとともに、広報媒体・広報先の充実を図る。 

パワーハラスメント対策を更に推進するため、労使への支援策の充実を図る。 

 

（２）労働保険未手続事業一掃対策の推進と労働保険料の収納率の向上【一部新 

規】                                    １７億円（１７億円） 

労働者のセーフティネットである労働保険制度の健全な運営と費用負担の公平を期

するため、労働保険の未手続事業の発生防止を含む一掃対策を推進するとともに、口

座振替制度の一層の利用促進等により、労働保険料の収納率の向上を図る。 

 

※労働者災害補償保険法に基づく業務災害や通勤災害を受けた労働者への保険給付などと 

して８，９６０億円（８，９０７億円）を計上。 

 

 

 

 

 

 

（１）フリーターなどの非正規雇用労働者の正規雇用化の促進【一部新規】（一部再

掲・４１ページ参照）                          ６２億円（２８億円） 
わかものハローワーク等を充実し、非正規雇用労働者のニーズに応じた支援メニュ

ーを提供するとともに、非正規雇用労働者の個々人の特性に配慮した公共職業訓練の

見直しや産学官の地域コンソーシアム（共同作業体）による多様な職業訓練コースの

開発及び訓練実施、学び直しの支援等により、非正規雇用労働者の能力開発の抜本的

な強化を図る。 

 

（２）「多元的で安心できる働き方」の普及等による非正規雇用労働者のキャリアア

ップ支援【一部新規】（一部再掲・３８ページ参照）      １３９億円（７３億円） 
職務等に着目した「多様な正社員」モデルの普及・促進を図るため、成功事例の収

集や海外調査を行うとともに、有識者による懇談会において労働条件の明示等の雇用

管理上の留意点について取りまとめ、これらの結果の速やかな周知・啓発を図る。 

また、パートタイム労働法制の整備等を行うとともに、キャリアアップ助成金の積

３ 良質な労働環境の確保                  １９億円（１８億円） 

４ 非正規雇用対策の総合的な推進      ２１０億円（１１１億円） 
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極的な活用促進等により、企業内における非正規雇用労働者のキャリアアップのため

の環境を整備し、非正規雇用労働者の雇用の安定・人材育成・処遇改善等を総合的に

支援する。 
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（１）国民の信頼に応えた生活保護制度の構築 

２兆９，０５０億円（２兆８，２４４億円） 

①生活保護にかかる国庫負担               ２兆９，０２５億円（２兆８，２２４億円） 

生活保護を必要としている人に対して適切に保護を行うため、生活保護制度に係る

国庫負担に要する経費を確保する。 

これに併せ、不正受給対策の徹底、後発医薬品の使用の原則化を含む医療扶助の適

正化等や、生活保護受給者を含めた生活困窮者の自立・就労支援等を強化するための

生活困窮者対策に総合的に取り組む。 

 

②子どもの貧困対策支援の充実（「貧困の連鎖」の防止）（一部推進枠） 

  ２５億円（２０億円） 

「貧困の連鎖」の防止を図るため、生活保護世帯の親子への養育相談・学習支援や

子どもの居場所づくりを推進する。 

 

（２）生活保護受給者等の生活困窮者に対する就労支援の拡充など（再掲・４３ペ

ージ参照）                              ７８億円（７４億円） 

   

（３）生活困窮者等に対する支援体制の整備（一部推進枠）  ２３２億円（７０億円） 

生活困窮者等に対する早期支援や貧困の連鎖防止対策等を総合的に実施することに

より、自立に向けた再チャレンジができる環境を整える。 
 

①新たな生活困窮者支援制度の導入に向けた取組【一部新規】（一部推進枠）  

 １７７億円（３０億円） 

新制度の導入に向け、生活困窮者支援を先行的に実施する自治体の拡充を通じて

全国的な体制整備を進めるとともに、地域における関係機関の連携強化など自治体

における施行準備等を進める。 

 

 

第５ 自立した生活の実現と暮らしの安心確保 

国民の信頼に応えた生活保護の適正実施と就労支援など生活困窮者に対する支援体制

の整備、自殺・うつ病対策などにより暮らしの安心を確保する。 

１ 生活保護の適正化及び生活困窮者の自立・就労支援等の推進 

２兆９，３３６億円（２兆８，３６９億円）
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②子どもの貧困対策支援の充実（「貧困の連鎖」の防止）（一部推進枠）（再掲・６４ページ 

参照）                                         ２５億円（２０億円） 

 

③地域生活定着促進事業の拡充（一部推進枠）             １３億円（１２億円） 

各地域生活定着支援センターの業務量に応じた職員の増を図るとともに、業務遂行

能力向上の研修等を実施するセンターに対し、その実施に要する費用を加算すること

により、各センターの支援能力の向上を図る。 

 

④ひきこもりサポーター養成研修、派遣事業の拡充（一部推進枠）   １０億円（８．６億円） 

都道府県・指定都市により、ひきこもりサポーターのステップアップ研修等を実

施するとともに、市区町村の実施するひきこもりサポーター派遣事業を拡充する。 

 
 

 

 

 

（１）ひきこもりサポーター養成研修、派遣事業の拡充（一部推進枠）（再掲・６５ペ 

ージ参照）                               １０億円（８．６億円） 

 

（２）寄り添い型相談支援事業の実施 

セーフティネット支援対策事業費等補助金３１２億円の内数（同補助金２５０億円の内数） 

生きにくさや暮らしにくさを抱える人がいつでもどこでも相談ができ、誰でも適切

な支援を迅速に受けられるようにするため、問題を抱える人の悩みを傾聴し、支援機

関の紹介や必要に応じた寄り添い支援等を行う。 

（東日本大震災被災３県では被災者支援として別途実施） 

 

 

  
 

 

（１）地域での効果的な自殺対策の推進と民間団体の取組支援 

３．５億円（２．８億円） 

都道府県・指定都市に設置されている「地域自殺予防情報センター」での専門相談

の実施のほか、関係機関のネットワーク化等により、うつ病対策、依存症対策等の精

神保健的な取組を行うとともに、地域の保健所と職域の産業医、産業保健師等との連

携の強化による自殺対策の向上を図る。 
また、自殺未遂者等へのケアに当たる人材を育成するための研修を行うとともに、

３ 自殺・うつ病対策の推進                  ４５億円（４４億円）

２ 「社会的包容力」の構築             １０億円（８．６億円） 
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先進的かつ効果的な自殺対策を行っている民間団体に対し支援を行う。 

 

（２）自殺予防に向けた相談体制の充実と人材育成（一部再掲・６１ページ参照） 

３１億円（３１億円） 

うつ病の早期発見・早期治療につなげるため、一般内科医、小児科医、ケースワー

カー等の地域で活動する人に対するうつ病の基礎知識、診断、治療等に関する研修や、

地域でのメンタルヘルスを担う従事者に対する精神保健等に関する研修を行うこと等

により、地域の各種相談機関と精神保健医療体制の連携強化を図る。 

また、メンタルヘルス不調者の発生防止のため、職場でのストレス等の要因に対す

る適切な対応が実施されるよう、メンタルヘルス対策への取り組み方がわからない事

業者等への支援を行う。 

 

（３）認知行動療法の普及の推進（再掲・８０ページ参照）     １．５億円（１億円） 

 

（４）地域で生活する精神障害者へのアウトリーチ（訪問支援）体制の整備（再掲・ 

８０ページ参照）                         ６．８億円（６．８億円） 

 

（５）災害時心のケア支援体制の整備（再掲・８１ページ参照） 

７７百万円（７９百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

（１）戦没者慰霊事業などの推進                         ２１億円（２１億円） 

硫黄島、旧ソ連地域における遺骨帰還事業の推進をはじめ、すべての地域で可能な

限り速やかに遺骨が帰還できるよう、未帰還遺骨に関する海外資料調査や情報収集を

強化する等の取組を進める。 

 

（２）中国残留邦人等の援護など                      １１０億円（１１１億円） 

中国残留邦人等への支援策を着実に実施するほか、先の大戦に関する歴史的資料で

もある戦没者等の援護関係資料について、後世への伝承や広く国民や研究者等が利用

できるよう、国立公文書館へ移管するための取組を行う｡ 

 

４ 戦傷病者・戦没者遺族、中国残留邦人等の援護など 

３２９億円（３５１億円）
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（１） 難病対策                                 ５６２億円（５４９億円） 

①難病に関する調査・研究などの推進（一部再掲・４９ページ参照）（一部推進枠）  

１１３億円（１０２億円） 

難病研究を総合的・戦略的研究に実施するため、全国規模のデータベースを活用

するなどし、疫学、病態解明、新規治療法の開発、再生医療技術を用いた研究を行

うとともに、難病政策と一体となった調査研究を推進する。 
また、希少疾患の中でもきわめて患者数の少ない疾病等の医薬品や医療機器の研

究開発に対する支援の拡充を行い、製品化を推進する。 
 

②公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築              ４４０億円（４４０億円） 

難病対策については、「(9) 難病対策に係る都道府県の超過負担の解消を図るとと

もに、難病及び小児慢性特定疾患に係る公平かつ安定的な医療費助成の制度を確立

するため、必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず

る。(10) (9)に掲げる必要な措置を平成 26 年度を目途に講ずる。このために必要な

法律案を平成 26 年通常国会に提出することを目指す｡」（「社会保障制度改革推進

法第４条の規定に基づく「法制上の措置」の骨子について」（平成 25 年８月 21 日閣

議決定））を踏まえ、予算編成過程において検討を加え、必要な措置を講ずる。 

 

③国民の理解の促進と社会参加のための施策の充実（一部推進枠）  ９億円（７．４億円） 

難病相談・支援センター等を充実強化し、難病患者が社会生活を送る上での悩み

や不安を取り除く支援や、難病に関する普及啓発に取り組み、難病患者の社会参加

などを推進する。 
【参考】社会保障制度改革国民会議報告書（平成 25 年８月６日）（抄） 

第２部 社会保障４分野の改革 Ⅱ 

３ 医療保険制度改革 

（３）難病対策等の改革 

難病で苦しんでいる人々が将来に「希望」を持って生きられるよう、難病対策の改革に

総合的かつ一体的に取り組む必要があり、医療費助成については、消費税増収分を活用し

て、将来にわたって持続可能で公平かつ安定的な社会保障給付の制度として位置づけ、対

第６ 健康で安全な生活の確保 

難病等の各種疾病対策や予防接種の推進などの感染症対策、新たな予防法等の開発や

がん検診などのがん対策、重症化予防の推進などの肝炎対策などを推進する。 

また、輸入食品などの食品の安全対策、安全で強靱な水道の構築などを推進する。 

１ 難病などの各種疾病対策、移植対策     ６５２億円（６４０億円） 
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象疾患の拡大や都道府県の超過負担の解消を図るべきである。 

ただし、社会保障給付の制度として位置づける以上、公平性の観点を欠くことはできず、

対象患者の認定基準の見直しや、類似の制度との均衡を考慮した自己負担の見直し等につい

ても併せて検討することが必要である。 

   

（２）各種疾病対策                                     ６０億円（６３億円） 

①エイズ対策の推進（一部推進枠）                          ５０億円（５４億円） 

HIV 検査・相談について、利便性に配慮した体制の整備、検査の必要性が高い対象

者やこれらの対象者の多い地域への重点化等、効率的・効果的な施策の推進を図る。 

 

②リウマチ・アレルギー対策などの推進（一部推進枠）            １０億円（９．２億円） 

アレルギー疾患患者やその家族の悩みや不安に対応するため、治療法開発及び医

療の標準化や均てん化に資する研究を推進するとともに、自治体の相談員を対象に

全国ブロックごとに研修会を開催し、相談員の資質の向上を図る。 

 

（３）移植対策                                         ３０億円（２７億円） 

①造血幹細胞移植対策の推進（一部推進枠）                   ２１億円（１９億円） 

平成 24 年９月に成立した「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する

法律」の円滑な施行に向け、造血幹細胞移植推進拠点病院の整備や患者・骨髄等ドナ

ー・臍帯
さいたい

血
けつ

の情報の一元的管理、治療成績等のデータ収集・分析を通じて、骨髄移植、

末梢血幹細胞移植、臍帯
さいたい

血
けつ

移植の３種類の移植法について、患者の病気の種類や病状

に応じて適切な方法で移植を実施するための体制を整備する。 
 

②臓器移植対策の推進                                    ６．９億円（６．６億円） 

脳死下での臓器提供が着実かつ適切に実施されるよう、あっせん業務に従事する

人を増員（38 人→42 人）するとともに、引き続き臓器移植の普及啓発を推進する。 

 

 

 

 

 

（１）予防接種の推進                             １６億円（１５億円） 

平成 25 年６月に取りまとめられた「集団予防接種等によるＢ型肝炎感染拡大の再発

防止策について」等を踏まえ、予防接種に関する相談体制の充実や医療従事者に対す

る安全・技能研修の実施により、予防接種の安全性の確保を図るとともに、接種率の

更なる向上を図るための体制を整備するなど、予防接種の推進を図る。 

※ 予防接種法改正法の衆参両院における附帯決議を踏まえ、定期接種ワクチンの追加については、 

引き続き検討する。 

２ 予防接種の推進などの感染症対策     ２１１億円（１３１億円） 
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（２）新型インフルエンザ等対策の強化【新規】（一部推進枠）         ６４億円 

平成 25 年６月に閣議決定された「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」に基づ

き、国が備蓄しているプレパンデミックワクチンの一部の有効期限切れに伴う買い替

え等を行う。 

また、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等が発

生した際に医療の確保や国民生活・国民経済の維持のために必要なワクチン接種の対

象となる事業者を登録・管理するためのシステムを構築する。 

 

（３）風しんの感染予防及びまん延防止対策の強化【新規】（推進枠）      ８億円 

主として先天性風しん症候群の予防のために予防接種が必要である者を抽出するた

めの抗体検査を医療機関等で実施するとともに、抗体検査や予防接種等について必要

な情報提供を行うことにより、風しんの感染予防やまん延防止を図る。 

 

（４）HTLV-1 関連疾患に関する研究の推進                １０億円（１０億円） 

ヒト T 細胞白血病ウイルス 1 型（HTLV-1）への感染対策と、これにより発症する成

人 T細胞白血病（ATL）や HTLV-1 関連脊髄症（HAM）の診断・治療法等に関する研究を、

感染症・がん・難病・母子保健対策が連携し、HTLV-1 関連疾患研究領域として総合的

な推進を図る。 

 

 

 

 

 

（１）がん対策                             ２５５億円（２３５億円） 

①がん研究の推進【一部新規】（一部推進枠）（一部再掲・４９ページ参照） 

                ９３億円（６２億円） 

がん対策推進基本計画に基づき、がん研究の今後のあるべき方向性と具体的な研

究事項等について平成 25 年８月にとりまとめた「今後のがん研究のあり方に関する

有識者会議報告書」を踏まえ、予防、早期発見から新規薬剤開発、医療技術開発や実

用化、新規標準治療開発等、がん医療の実用化のための研究、がん患者のより充実し

たサバイバーシップの実現等を目指した政策課題解決のための研究を強力に推進す

る。 
 

②がん診療連携拠点病院の機能強化（一部推進枠）            ４７億円（３３億円） 

ア がん診療提供体制の充実【新規】 

がん診療連携拠点病院がない２次医療圏に、緩和ケア、相談支援、地域連携等の

基本的ながん診療機能を確保する「地域がん診療病院（仮称）」を設置する。また、

３ がん対策、肝炎対策、健康増進対策    ４８９億円（４５１億円） 
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特定がん種に多くの診療実績を有し、都道府県内で拠点的な役割を果たす「特定領

域がん診療病院（仮称）」を設置する。これらの取組により、がん診療のさらなる均

てん化と専門的診療の一定の集約化を図る。 

 

イ がんの緩和ケア体制の整備 

都道府県がん診療連携拠点病院に設置している「緩和ケアセンター」について、

財政支援の対象を地域がん診療連携拠点病院に拡充するとともに、地域において専

門的緩和ケアの基盤づくりを行う活動を支援する。 

 

③がん検診の推進【一部新規】（一部推進枠）（一部再掲・４６ページ参照） 

 ４８億円（７３億円） 

一定年齢の者に対し、乳がんや子宮頸がん、大腸がん検診の無料クーポン券等を

配布し、がん検診受診率の向上を図るとともに、検診対象者の特性に応じたきめ細

やかな受診勧奨や普及啓発を推進する。 
 

（２）肝炎対策                             １９５億円（１８８億円） 

①早期発見・早期治療を促進するための環境整備              １４７億円（１３８億円） 

肝炎患者の早期発見・早期治療を促進するため、引き続き、肝炎に対する正しい

知識の普及啓発、肝炎ウイルス検査、肝炎患者への医療費の助成及び医療提供体制

の確保等を推進する。 
 

ア 肝炎ウイルス陽性者のフォローアップによる重症化予防の推進【一部新規】（推進枠） 

 （再掲・４６ページ参照）                            １８億円（９．５億円） 

保健所における肝炎ウイルス検査の夜間・休日対応など、検査体制を充実させ、

検査の受診促進を図る。あわせて、都道府県において、陽性者の台帳を整備し、医

療機関での初回精密検査や定期検査の受診勧奨を行うことにより、陽性者のフォロ

ーアップを推進し、重症化予防を図る。 

 

イ 肝疾患診療連携拠点病院の機能強化【一部新規】         ６．９億円（５．８億円） 

肝疾患相談センターへの保健師・栄養士の配置や、肝臓病教室の開催等により、

肝炎患者への生活指導の充実を図る。 

 

②肝炎治療研究などの強化【一部新規】（一部推進枠）           ４８億円（５０億円） 

Ｂ型肝炎の新規治療薬の開発を目指した創薬研究等の推進を図るとともに、Ｃ型

肝炎ウイルスの感染メカニズム等の解明や肝硬変の病態の進展予防、難治例・進行

例に対する新規治療薬・治療法の開発を目指した研究を行い、肝炎に関する基礎、

臨床、疫学研究、行政研究等を総合的に推進する。 
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（３）健康増進対策                            ３８億円（２７億円） 

①健康づくり・生活習慣病対策の推進【一部新規】（一部推進枠）（一部再掲・４６ページ参 

照）                                          ２２億円（１５億円） 

健康寿命の延伸等を目的とした「健康日本２１（第二次）」を着実に推進し、国民

一人ひとりが日々の生活の中で健康づくりに向けた自発的な行動変容を起こしてい

けるよう、企業・民間団体・自治体の連携により、地域での健康づくりを着実に実

施し、健康づくりの国民運動化を推進する。 

 
②生活習慣病予防に関する研究などの推進（一部推進枠）（一部再掲・４６、５０ページ参照） 

１７億円（１２億円） 

生活習慣病の予防から診断、治療に至るまでの研究を体系的に実施する中で、糖

尿病等の合併症に特化した予防、診断、治療に関する研究を重点的に推進し、今後

の対策の推進に必要なエビデンスを収集する。 

 

 

 

 

 

 

（１）健康安全・危機管理対策総合研究の推進（一部推進枠） 

６．５億円（４．５億円） 

感染症やテロリズム等の健康危機の発生に備えた初動体制の確保、危機情報の共有

や活用、地域での健康危機管理体制の基盤強化等に資する健康安全・危機管理対策に

関する総合的な研究を推進する。 

 

（２）健康危機管理体制の整備【一部新規】              １．４億円（１．１億円） 

非常時に健康危機管理体制が十分に機能するよう、平時から、各種訓練の実施、地

域での連携体制の構築等を行うとともに、地域での健康危機事例に的確に対応するた

め、専門家の養成等を行う。また、テロ対策に係る公衆衛生上の情報交換や国際協力

について協議するため、世界健康安全保障閣僚級会合等を我が国で開催し、国際的な

健康危機管理ネットワークの強化及びテロ対策の充実を図る。 

 

（３）国際健康危機管理対策の推進                   ５９百万円（５７百万円） 

国外での未知の感染症が疑われる事例の調査について、WHO 等が編成する疫学調査

チームに国立感染症研究所が参加し、国際的な感染症の情報収集、分析、情報の還元

等を行う。また、国内外で分離される病原体の遺伝子情報の解読、データベース化や

疫学調査等への利用を推進する。 

４ 健康危機管理対策の推進             ８．５億円（６．１億円） 

す
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（１）輸入食品の安全確保対策などの推進（一部推進枠）（一部再掲・７３ページ参 

照）                                    ９９億円（９９億円） 

輸入食品が増加する中で、検疫所のモニタリング検査について、食品群ごとの輸入

量、違反率等に基づき必要な検体数を適切に処理できるよう、精度管理の向上、民間

の検査機関の活用など検査体制の充実を図る。 
 
（２）食品安全分野における輸出促進対策の推進【一部新規】（一部推進枠）（一部 

  再掲・７３ページ参照）                      １．５億円（８百万円） 

食品の輸出促進に向けて、輸出先国が求める衛生管理基準に対応するとともに、国

内の食品関係事業者の衛生水準の向上を図るため、食品関係事業者へのHACCP（※）の

導入を支援する指定普及機関の創設などHACCPの普及を図る。 

※ HACCP（Hazard Analysis Critical Control Point）：微生物による汚染、金属の混入等の危

害を予測した上で、危害の防止につながる特に重要な工程を継続的に監視・記録する工程管理の

システム。 

 

（３）残留農薬などの安全確保対策の推進                １１億円（９．２億円） 

①残留農薬などの基準設定手続の迅速化（一部推進枠）（一部再掲・７３ページ参照） 

９．１億円（７．６億円） 

「ポジティブリスト制度（※1）」の導入の際に設定した農薬などの暫定基準につ

いて、迅速に見直しを行うとともに、食品添加物について、国際汎用添加物（※2）

等の迅速な指定や安全性確保の取組を強化する。 
※1 ポジティブリスト制度：食品中に残留する農薬などについて、残留基準を設定し、基準を超

えて食品中に残留する場合、その食品の販売等を禁止するもの。 

※2 国際汎用添加物：国際的に安全性が確認され、欧米で広く使用が認められており、国が主体

的に指定に向けた検討を進めるもの。 

 

②健康食品の安全確保対策の推進                         ２４百万円（２４百万円） 

いわゆる健康食品による健康被害を未然に防ぐため、食品成分についての安全性

試験や分析調査を行う。 
 

③食品用容器包装などの安全確保対策の推進              ８５百万円（８５百万円） 

食品用容器包装などに用いられる化学物質の規制について、容器包装から食品へ

の溶出試験の実施等により具体的なデータの蓄積を行い、欧米等で導入されている

ポジティブリスト化に向けた制度の検討を進める。 

５ 食の安全・安心の確保など            １２３億円（１２３億円） 
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また、近年、利用が拡大し、食品用途にも応用されつつあるナノマテリアル（※）

について、溶出試験の実施等により具体的データの蓄積を行い、リスク管理手法の

検討を進める。 
※ナノマテリアル：大きさが 100 ナノメートル以下の小さな物質（ナノとは１ミリの 100 万分の１）。 

 

④食品汚染物質に係る安全確保対策の推進                  ５０百万円（５０百万円） 

食品中の汚染物質対策について、重金属、かび毒等の汚染実態や摂取量の調査等

を行い、基準の設定や見直し等の安全性確保の取組を進める。 
 

（４）食中毒対策の推進                             ４７百万円（６７百万円） 

近年の大規模・広域化した食中毒事件の被害拡大防止のため、菌株収集等による原

因究明調査を行うとともに、自治体等による疫学調査が迅速に行われるよう担当官を

現地に派遣するなど、食中毒対策を推進する。 
 

（５）食品に関する情報提供や意見交換（リスクコミュニケーション）の推進 

９百万円（９百万円） 

食品安全に対する消費者の意識の高まりなどに対応するため、食品安全基本法や食

品衛生法に基づき、消費者等への積極的な情報提供や双方向の意見交換を行う。 
 
（６）食品の安全の確保に資する研究の推進（一部推進枠）   １２億円（８．８億円） 

食中毒の予防や食品中の化学物質の基準設定等の課題について、科学的根拠に基づ

く調査研究を進める。 
 

（７）カネミ油症患者に対する支援策の実施（一部再掲・７３ページ参照）    

                                      ６．４億円（６．３億円） 

カネミ油症患者に対する総合的な支援策の一環として、ダイオキシン類を直接経口

摂取したことによる健康被害という特殊性から、カネミ油症患者の健康実態調査を実

施し、健康調査支援金を支給するとともに、研究・検診・相談事業を推進する。 
 

 

 

 
 

 

 

災害時でも安全で良質な水道水を供給し、将来にわたり持続可能かつ強靱な水道を

構築するため、地方公共団体が実施する水道施設の耐震化・老朽化対策等を推進する。 

 

６ 強靱・安全・持続可能な水道の構築（一部推進枠）  

３８０億円（２６５億円）
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中小零細の生活衛生関係営業者の営業の振興や発展を図るため、その組織基盤の強

化を通じた衛生水準の確保・向上、相談支援体制の強化を図るとともに、本格的な高

齢社会に向けて、生活衛生関係営業者が各事業者の特性を活かした生活支援等に係る

サービスの実施を促進し、地域活性化を推進する。 

 

 
 

 

 

 

特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づき、Ｂ型肝

炎ウイルスの感染被害を受けた人々への給付金などの支給に万全を期すため、社会保

険診療報酬支払基金に設置した基金に給付金などの支給に必要な費用の積み増しを行

う。 

 

 
 

 

 

 

高齢化が進む原爆被爆者の援護施策として、医療の給付、諸手当の支給、原爆養護

ホームの運営、調査研究事業など総合的な施策を引き続き実施する。 

また、広島原爆による黒い雨を体験して健康不安を訴える方々に対して、個別面談

による心のケアや、健康状態の把握や専門医による対応を実施する。 

 

 
 

 

 

 

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律等に基づき、ハンセン病療養所の入所者

への必要な療養の確保、退所者等への社会生活支援策、偏見・差別の解消のための普

及啓発等の施策を着実に実施する。 
 

１０ ハンセン病対策の推進              ３７２億円（３６６億円） 

７ 生活衛生関係営業の活性化や振興など（一部推進枠） 

  ３２億円（２５億円）

９ 原爆被爆者の援護           １，４７６億円（１，４８１億円） 

８ B 型肝炎訴訟の給付金などの支給    ９５９億円（５７２億円） 
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（１）違法ドラッグなどの対策の強化                         ２億円（２億円） 

社会問題化している合法ハーブと称して販売される薬物の乱用を食い止めるため、

国内で検出された未規制物質に加え、海外で検出された国内流通前の未規制物質につ

いても指定薬物への指定を推進する。また、化学構造が類似している特定の物質群を

まとめて指定薬物に指定する方法（包括指定）の適用を拡大するとともに、乱用防止

のための情報の収集・提供や啓発等の取組を強化する。 

 

（２）薬物などの依存症対策の推進                 ５７百万円（３９百万円） 

地域での薬物・アルコールを中心とした依存症対策を推進するため、実施自治体で

毎年度当初に「地域依存症対策支援計画」を策定し、この計画に基づく事業を実施す

る。 

また、依存症者の社会復帰支援を強化するため、家族支援員による相談支援のほか、

関係者や依存症家族に対しての研修を行う。 

１１ 違法ドラッグなどの薬物乱用・依存症対策の推進 

９．３億円（９．１億円）
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平成 24 年８月に成立した「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のた

めの国民年金法等の一部を改正する法律」により恒久化された基礎年金国庫負担割合

２分の１を確保する。 

 

 

 

 

 

 

（１）正確な年金記録の管理等に資する「ねんきんネット」の利用拡大と機能充実 

１４億円（１３億円） 

年金記録の確認や未だ持ち主が明らかとなっていない記録の検索ができる「ねんき

んネット」について、更なる利用者の拡大を図るための周知等を行うとともに、被保

険者等の年金記録の正確性を確保するため、「ねんきんネット」において届書の作成を

支援する機能の充実を図る。 

 

（２）年金記録の突合せ結果に基づく対応など必要な記録問題への取組 

          １６４億円（５７９億円） 

紙台帳とコンピュータ上の年金記録との突合せ（平成 25 年度中を目途に終了）の結

果をお知らせした本人からの回答に基づき、記録の訂正、再裁定等の必要な対応を行

うなど、引き続き、年金記録問題への取組を進める。 

第７ 若者も高齢者も安心できる年金制度の確立 

公的年金制度は国民の老後の安定した生活を支えるセーフティネットであり、持続可能で

安心できる年金制度の構築に向け、基礎年金国庫負担割合２分の１を確保する。 

また、正確な年金記録の管理に資する取組を進める。 

１ 持続可能で安心できる年金制度の運営 

１０兆７，２３３億円（１０兆４，１８７億円）

２ 正確な年金記録の管理と年金記録問題への取組 

１７８億円（５９２億円）
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日本年金機構において、年金制度の安定的な運営と負担の公平を確保するため、国

民年金の保険料納付率を向上させる対策や、厚生年金保険が適用される可能性のある

事業所の加入促進対策の取組強化を図るとともに、引き続き、正確な年金記録の管理

と年金記録問題への適切な対応を行い、適用、徴収、給付、相談等の各業務を正確、

確実かつ迅速に行う。 

 

※ 過去の年金国庫負担繰り延べの返済、「行政手続における特定の個人を識別するため 

の番号の利用等に関する法律」（平成 25 年法律第 27 号）に基づき新たに導入するシス 

テムとの接続に要する機器調達及び既存のシステム改修に伴う経費の取扱い等につい 

ては、予算編成過程で検討する。 

３ 日本年金機構が行う公的年金事業に関する業務運営 

（一部前述・上記２参照）         ２，９３４億円（２，９５０億円） 
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（１）障害者の潜在力発揮プログラムの推進（「全員参加の社会」の構築に向けて） 

  【新規】（推進枠）                                 ２１７億円 

「全員参加の社会」の構築を目指すため、障害者の可能性を広げるための環境を整

備すると同時に、障害者の社会参加・就労支援の推進を図ることにより、活躍の機会

を拡大し、障害者の潜在力を存分に発揮できるようにするとともに、雇用の拡大、地

域の活性化、関連産業の振興等につなげる。 
 

（２）良質な障害福祉サービスの確保           ９，１０７億円（８，２２９億円） 

障害児・障害者が地域や住み慣れた場所で暮らすために必要な障害福祉サービスを

総合的に確保する。 
 

（３）障害児の発達を支援するための療育などの確保    ９１１億円（６７１億円） 

障害のある児童が、できるだけ身近な地域で、障害の特性に応じた療育などの支援

を受けられるよう、それに係る必要な経費を確保する。 
 

（４）地域生活支援事業の充実（一部推進枠）         ５１４億円（４６０億円） 

移動支援や意思疎通支援など障害児・障害者の地域生活を支援する事業について、

市町村等での事業の充実を図る。 
また、障害者の社会参加・就労支援を推進するため、地域振興につながる障害福祉

サービス事業所と地域の農家や企業等との連携の促進、一般就労への移行支援の充実

強化及び働く障害者のための交流拠点の整備を実施するとともに、障害者の可能性を

広げるための環境整備として、サービス等利用計画作成の推進等の相談支援の充実や

発達障害者支援センターの地域支援機能の強化を図る。 

第８ 障害者支援の総合的な推進 

障害児・障害者の社会参加の機会の確保及び地域社会における共生を支援するため、地

域生活支援事業の着実な実施や就労支援、精神障害者や発達障害者などへの支援施策を

推進する。 

１ 障害福祉サービスの確保、地域生活支援などの障害児・障害者

支援の推進             １兆４，９５１億円（１兆３，６９０億円） 
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（５）障害児・障害者への福祉サービス提供体制の基盤整備（一部推進枠） 

７１億円（５２億円） 

障害者の社会参加支援及び地域移行支援を更に推進するため、就労移行支援、就労

継続支援事業所等の日中活動系サービス事業所の整備促進を図るとともに、ケアホー

ムのグループホームへの一元化等を含めた地域における居住支援の充実のため、グル

ープホーム等の整備促進を図る。 
また、日常生活における介護等を行う生活介護事業所や障害児の地域支援の拠点と

なる児童発達支援センター等の整備の推進を図る。 
 

（６）障害児・障害者への良質かつ適切な医療の提供 ２，２３３億円（２，１８７億円） 

心身の障害の状態の軽減を図る自立支援医療（精神通院医療、身体障害者のための

更生医療、身体障害児のための育成医療）を提供する。 
また、自立支援医療の利用者負担のあり方については、引き続き検討する。 

 

（７）障害児・障害者虐待防止などに関する総合的な施策の推進  

４．１億円（４．１億円） 

都道府県や市町村で障害児・障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その

後の適切な支援を行うため、地域の関係機関の協力体制を整備するとともに、家庭訪

問や関係機関職員への研修、障害児・障害者虐待の通報義務等の制度の周知等による

支援体制の強化を図る。 
 
（８）重度訪問介護などの利用促進に係る市町村支援事業   ２２億円（２２億円） 

重度障害者の地域生活を支援するため、重度障害者の割合が著しく高いこと等によ

り訪問系サービスの給付額が国庫負担基準を超えている市町村に対し、人口規模等を

踏まえた財政支援を行う。 

 

（９）障害者自立支援機器の開発の促進【一部新規】（一部推進枠） 

２．８億円（２億円） 

ロボット技術を利用した機器が、障害者の自立や生活支援に活かされるよう、企業

が行う開発を更に促進するためのシーズとニーズのマッチング等を行う。 

 

（１０）芸術活動の支援の推進【一部新規】（一部推進枠）    ３億円（３６百万円） 

芸術活動に取り組む障害者への支援や優れた芸術作品の展示等を推進するため、障

害者の芸術活動支援のモデル事業等を実施する。 

 

（１１）障害児・障害者スポーツに対する総合的な取組の推進  ８．８億円（９億円） 

障害者スポーツの世界大会でのメダル獲得を目指すトップレベルの競技者に対し活
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動費や世界大会（「2015 冬季デフリンピック（開催地未定）」、「2014 アジアパラリンピ

ック（韓国）」）への派遣費を助成するなど障害児・障害者スポーツの振興を図る。 

（本経費については、文部科学省への移管を検討。） 

 

 

 

 

 

 

 

（１）高齢・長期入院の精神障害者などの地域移行・地域定着支援の推進 

１．８億円（１．３億円） 

「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本理念に基づき、入院患者の約半数

を占める高齢入院患者に対して、退院に向けた包括的な地域支援プログラムによる治

療や支援等を行い、精神障害者の退院促進や地域定着を支援する。 
また、難治性患者に対して専門的な治療を実施するために、医療機関間のネットワ

ークの構築等による支援体制のモデル事業を行う。 
 

（２）精神科救急医療体制の整備                         ２０億円（２０億円） 

精神疾患のある救急患者が地域で適切に救急医療を受けられるよう体制の充実に取

り組むとともに、身体疾患を合併している患者に対応できる病床の確保や救急搬送受

入体制の強化等により、精神科救急医療体制の整備を推進する。 
 

（３）地域で生活する精神障害者へのアウトリーチ（訪問支援）体制の整備 

６．８億円（６．８億円） 

精神障害者の地域移行・地域生活支援の一環として、治療を中断している患者等に

対し、多職種チームによるアウトリーチ（訪問支援）により、医療・保健・福祉サー

ビスを包括的に提供し、丁寧な支援を行う活動について実施機関の拡大など実施方法

の見直しを行った上で、更なる取組を進める。 
 
（４）認知行動療法の普及の推進                        １．５億円（１億円） 

うつ病の治療で有効性が認められている認知行動療法（※）の普及を図るため、従

事者の養成を実施するとともに、平成 26 年度から新たに心理職等の医療関連職種に対

する研修事業を追加する。 

※認知行動療法：うつ病になりやすい考え方の偏りを、面接を通じて修正していく療法。 

 

（５）摂食障害治療体制の整備【新規】                     ４４百万円 

「摂食障害治療支援センター」を設置して、急性期の摂食障害患者への適切な対応、

２ 地域移行・地域定着支援などの精神障害者施策の推進 

２５６億円（２４５億円）
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医療機関等との連携を図るなど摂食障害治療の体制整備を支援する。 

 

（６）災害時心のケア支援体制の整備               ７７百万円（７９百万円） 

近年必要性が高まっている心的外傷後ストレス障害（PTSD）対策を中心とした事故・

災害等の被害者への心のケアの対策を推進するため、各都道府県で災害派遣精神医療

チーム（DPAT）や緊急危機対応チームの定期的連絡会議を開催するなど、日常的な相

談体制の強化や事故・災害等発生時の緊急対応体制の強化を図る。 

また、大規模自然災害発生時の心のケア対応として、平成 23 年に国立精神・神経医

療研究センターに設置された「災害時こころの情報支援センター」で、DPAT 派遣に係

る迅速かつ適切な連絡調整業務や、各都道府県等で実施される心のケア活動への技術

的指導を行い、東日本大震災被災者への継続的な対応や、今後の災害発生に備えた都

道府県等の体制整備を支援する。 

 

（７）心神喪失者等医療観察法の医療提供体制の確保など ２２２億円（２１４億円） 

心神喪失者等医療観察法を円滑に運用し、対象者の社会復帰の促進を図るため、指

定入院医療機関の確保及び通院医療を含む継続的な医療提供体制の整備に努める。 
あわせて、指定医療機関の医療従事者を対象とした研修や指定医療機関相互の技術

交流等により、医療の質の向上を図る。 
 

 

 

 

 

 

 

（１）発達障害児・発達障害者の地域支援機能の強化【一部新規】（一部推進枠）   

（地域生活支援事業（５１４億円）の内数）         

発達障害の乳幼児期から成人期までの一貫した支援体制の整備及び発達障害児・発

達障害者の社会参加を促す観点から、地域生活支援事業の発達障害者支援体制整備の

内容を再編・拡充し、地域の中核である発達障害者支援センターが担う市町村や事業

所等への支援、医療機関との連携や困難ケースへの対応等の機能の強化を図る。 
また、都道府県等で、ペアレントメンター（※1）の養成とその活動を調整する人の

配置や健診等でのアセスメントツール（※2）の導入を促進する研修会の実施等を行う。 
※1 ペアレントメンター：発達障害児・発達障害者の子育て経験のある親であって、その経験を活

かし、子どもが発達障害の診断を受けて間もない親などに対して相談や

助言を行う人のこと。 

※2 アセスメントツール：発達障害を早期発見し、その後の経過を評価するための確認票のこと。 

 

３ 発達障害児・発達障害者の支援施策の推進 

２．４億円（２．３億円）
（※地域生活支援事業計上分を除く）
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（２）発達障害児・発達障害者の支援手法の開発や支援に携わる人材の育成など 

２．３億円（２．１億円） 

①支援手法の開発、人材の育成                              １．７億円（１．６億円） 

生涯を通じて適切な支援が受けられるよう、発達障害児・発達障害者に対する各

ライフステージに応じた支援手法を開発するモデル事業を実施する。 
また、国立障害者リハビリテーションセンター等で、発達障害者の就労支援に関

する支援手法の開発に取り組むとともに、発達障害児・発達障害者支援に携わる人に

対する研修を行い、人材の専門性の向上に取り組む。 
 

②発達障害に関する理解の促進                            ５５百万円（５７百万円） 

全国の発達障害者支援センターの中核拠点としての役割を担う、国立障害者リハ

ビリテーションセンターに設置されている「発達障害情報・支援センター」で、発達

障害に関する各種情報を発信し、支援手法の普及や国民の理解の促進を図る。 
また、「世界自閉症啓発デー」(毎年４月２日実施) など、自閉症をはじめとする

発達障害に関する正しい知識の浸透を図るための普及啓発を行う。 
 

（３）発達障害の早期支援          （地域生活支援事業（５１４億円）の内数） 

市町村で、発達障害等に関して知識を有する専門員が保育所等を巡回し、施設のス

タッフや親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う。 

 

 

 

 

 

（１）障害者などの就労推進（再掲・４２ページ参照）      ２５０億円（２１６億円） 

①改正障害者雇用促進法の円滑な施行に向けた取組の推進       ２０億円（１５億円） 

 

 

②精神障害、発達障害、難病などの障害特性に応じた就労支援の強化など 

３０億円（２５億円） 

 

③中小企業に重点を置いた支援策の充実や「福祉」「教育」「医療」から「雇用」への移行推 

進                                           ６６億円（５２億円） 

 

④障害者雇用の更なる促進のための環境整備（推進枠）          ２１億円（９．６億円） 

４ 障害者への就労支援の推進           ２６４億円（２２９億円） 
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（２）地域振興につながる連携の促進【新規】（推進枠） 

（地域生活支援事業（５１４億円）の内数） 

   各都道府県に配置された地域連携促進コーディネーター（仮称）が、地域の農業団体

や商工団体等と連携し、障害福祉サービス事業所と地域の農家や企業等を結びつけるこ

とにより、地域振興就労促進等を同時に図る。 

 

（３）工賃向上のための取組の推進【一部新規】（一部推進枠） 

５．７億円（４．３億円） 

地域で働く障害者の工賃向上に取り組む就労継続支援Ｂ型事業所を支援するため、

共同受注窓口の機能強化を図るとともに、共同受注窓口とコンサルタント等が協力し

た事業所支援、地域の関係者による連絡会議の開催の促進等を図る。 

また、これまで実施してきた工賃向上計画支援事業については、平成 25 年６月に実

施した厚生労働省行政事業レビューの公開プロセスの結果などに基づき、事業内容の

見直しを行う。 

 

（４）一般就労移行支援の充実【新規】（推進枠） 

（地域生活支援事業（５１４億円）の内数） 

   障害者就業・生活支援センターに就労支援指導員（仮称）を配置し、就労移行支援事 

業所等に対し、発達障害や難病等を持つ者に対する就労移行支援ノウハウの付与等を行

う。 

 

（５）働く障害者のための交流拠点の設置促進【新規】（推進枠） 

（地域生活支援事業（５１４億円）の内数） 

企業で就労している障害者（特に知的、精神、発達障害者など）が、終業後や休日 

に集まって交流できる場を用意し、生活面の相談支援を併せて行うことにより、就労定 

着を図るとともに、地域との交流を図る。 
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（１）国際機関を通じた国際協力の推進（一部推進枠）       １３億円（１３億円） 

①世界保健機関(WHO)などを通じた国際協力の推進             ８．９億円（８．９億円） 

WHO など国際機関への拠出を通じて、日本の知見に期待が寄せられる高齢化対策や、

ユニバーサル･ヘルス･カバレッジ（全ての人が最低限の医療を平等に受けられるこ

と）の達成に向けた取組、アジア･アフリカ地域での感染症対策、開発途上国が備え

るべき医療機器リストの策定の支援等の国際協力事業を推進する。 

また、西太平洋地域において、労働者の安全衛生を確保し、日系企業の海外進出

のための環境整備を行う。 

 

②国際労働機関(ILO) などを通じた国際協力の推進           ４．１億円（４．５億円） 

ILO などへの拠出を通じて、その専門性を活かした事業を実施し、「社会的保護の

土台」（※）構築のためのアジア･太平洋地域の域内協力を推進する。 

また、アジア地域で日系企業が直面している賃金・労使関係等の労務問題の改善

支援を行う。 

※「社会的保護の土台」：国内の状況･発展段階に応じた最低限の社会保障を指す。国連、G20、

ILO などで議論が深められてきている。 

 

（２）高齢化対策に関する国際貢献の推進【一部新規】   ３３百万円（２８百万円） 

アクティブ･エイジング（※）に向け、日本の知見・経験を活用した高齢化対策に関

する国際協力を、アジア諸国において展開する。 
※アクティブ・エイジング：健康寿命を延ばし、すべての人々が老後に生活の質を上げられる 

こと。 

 

（３）開発途上国向け医薬品開発の促進【新規】（推進枠）（一部再掲・５２ページ参

照）                                            ７億円 

   官民協働で、熱帯病等の開発途上国向け医薬品の研究開発や製品化の促進を通じて、

医療の国際展開及び国際貢献を図る。 

                 

１ 国際問題への対応               １３２億円（１３１億円） 

第９ 施策横断的な課題への対応 
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（４）外国人労働者問題などへの適切な対応               １３億円（１０億円） 

①外国人の適正な就業の促進【一部新規】（一部再掲・４０ページ参照） 

                ５．４億円（２．７億円） 

高度の専門的な知識・技術を有する外国人材の就労促進を図るため、新卒応援ハ

ローワーク内への留学生コーナーの新設、外国人雇用サービスセンターにおける特

別な支援を要する留学生に対する支援を実施するとともに、これらの機関と大学・

企業等関係機関が連携した効果的かつ一体的な就職支援の取組を推進する。 

また、外国人技術者・理系留学生の日本企業への就労･定着の実態について調査分

析を行い、今後の求人開拓及び職業紹介機能の向上を図る。 

 

②外国人労働者の労働条件の確保【一部新規】            ８２百万円（７２百万円） 

外国人労働者向けの外国語によるモデル就業規則を新たに作成し、厚生労働省ホ

ームページ等を通じた発信を行うなどにより、労働条件の確保を図る。 

 

（５）国際発信力の強化【新規】                          ２４百万円 

東京電力福島第一原子力発電所の作業従事者の放射線被ばく状況やその対策に関す

る情報の英訳版の公表等、厚生労働省ホームページ等を通じ、海外に向けて情報発信

を行う。 

 

（６）経済連携協定などの円滑な実施                 ４億円（３．７億円） 

経済連携協定などに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者について、インドネシ

ア及びフィリピンに加え、平成 26 年度よりベトナムからの受け入れを開始することに

伴い、その円滑かつ適正な受け入れのため、看護・介護導入研修を行うとともに、受

入施設に対する巡回指導や学習環境の整備、候補者への日本語や専門知識の学習支援

等を行う。 

 

 

 

 

 

「第４期科学技術基本計画」（平成 23 年８月 19 日閣議決定）、「日本再興戦略」（平

成 25 年６月 14 日閣議決定）や「健康・医療戦略」（平成 25 年６月 14 日関係大臣申合

わせ）等に基づき、医療関連分野におけるイノベーションに重点化して科学技術研究

等を推進する。 

 

２ 科学技術の振興            １，８３４億円（１，６３７億円） 
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（１）社会保障教育の推進                      ８百万円（２０百万円） 

近年、社会保障に関する国民の理解と協力を得ることがますます重要になっている

ことから、継続的・全国的に社会保障の教育が推進される環境作りを図る。 
 
（２）社会保障分野での情報化・情報連携の推進         ３億円（３．２億円） 

社会保障分野での情報化・情報連携を一層推進する観点から、情報連携に求められ

る技術的要件の明確化、技術開発等や制度面の検討を行う。 
 

※ 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成 

25 年法律第 27 号）に基づき新たに導入するシステムとの接続に要する機器調達及び既 

存のシステム改修に伴う経費の取扱いについては、予算編成過程で検討する。 

３ 社会保障に対する国民の理解の推進  ３．１億円（３．４億円） 
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